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͡めʹ

　「ब職」ということは、一人の人ؒにとって、生活の安定社会ࢀ加を௨じての生きがい
等、生きていく上でۃめて重要な意ٛをもっているものであり、人生をࠨӈしかͶない重
େなܾ定にかかわるものです。わが国のݑ法において「職業બのࣗ由」をج本的人権の
一つとしてすての国民にこれを保োしているのも、このようなझࢫにͮجくものです。�
　一ํޏ用ओにも、࠾用ํ・࠾用ج४・࠾൱のܾ定なͲ、「࠾用のࣗ由」がೝめられて
います。しかし「࠾用のࣗ由」は、応募者のج本的人権を৵してまでೝめられているわけ
ではありまͤん。労働者の࠾用બߟを行うに当たっては、Կよりもʰ人を人としてΈるʱ
人ؒଚ重のਫ਼ਆ、すなわͪ、応募者のج本的人権をଚ重することが重要です。

　「職業બのࣗ由」ということは、国民がͲんな職業でもࣗ由にબるということですが、
不合理な理由でब職のػ会が੍限されている状況であれば、そのਫ਼ਆを実ݱすることはで
きまͤん。つまり「職業બのࣗ由」のਫ਼ਆを実ݱするためには、不合理な理由でब職の
が成ཱしなければなりまͤ「等ۉ会ػब職の」会が੍限されないということ、すなわͪػ
んが、それを実ݱするためには、ޏ用するଆが応募者にく門ށを։いた上で、差別のな
い合理的なج४による࠾用બߟを行っていただくことが不可欠になってきます。
　差別のない合理的なج४による࠾用બߟということは、人種・信条・性別・社会的身分
又は門地なͲではなく、本人の適性とྗのΈをج४として࠾用બߟを行うことに΄かな
りまͤん。
　以上のことから、ޏ用ओは、応募者にく門ށを։いた上で、本人の適性とྗのΈを
。ʱを行うことが求められているということがいえますߟ用બ࠾४としたʰ公正なج

　本人の適性とྗのΈをج४としたʰ公正な࠾用બߟʱを行うためには、本籍地家族
の職業なͲの本人にのない事項、फ教支持政党なͲの本དྷࣗ由であるき事項 	
思想信条にかかわること 
なͲ、本人が職務を行できるかͲうかに関係のない事項を࠾
用ج४としないのは当વのことですが、それらの事項を応募用紙໘接なͲによってѲ
することࣗ体が、ब職差別につながるおそれがあるということをे分ೝࣝする必要があり
ます。
　それらの事項は、࠾用ج४としないつもりであっても、Ѳすれば݁ՌとしてͲうして
も࠾൱ܾ定にӨڹを༩えることとなりますし、また、それらの事項をਘͶられたくない応
募者にରしてਫ਼ਆ的なѹഭۤ௧を༩えたり、そのために本人が໘接で実ྗをൃشできな
かったりする場合があり、݁Ռとしてその人をഉ除することにもなりかͶないからです。

　ް生労働লといたしましては、これまでも、ब職と教育のػ会ۉ等を全に保োするこ
とが同なͲの人権の中৺的՝であるとのೝࣝにཱって、応募者のج本的人権
をଚ重した公正な࠾用બߟが実施されるようにするためのॾ施ࡦをੵۃ的に実施し、ޏ用
ओのօ༷ํにޚ理ղとޚྗをおئいしてࢀりましたが、ࠓൠ、ޏ用ओのօ༷に公正な࠾
用બߟのج本的なߟえํを࠶確ೝいただき、さらなる取り組Έを行う際に活用できる資料
として、本ࢠを࡞成しました。

等の確保をਤる当事者として、同関係ۉ会ػ用ओのօ༷におかれましては、ब職のޏ　
者、ঁ性、ো者、在外国人なͲのཱ場人権全ൠにରする正しい理ղとೝࣝをਂ
めていただきながら、これらのൃܒ資料を有ޮにޚ活用いただくことにより、公正な࠾用
બߟの実施にΉけたさらなる取り組Έをおئいਃし上げます。

　「ब職」は、一人の人ؒにとって、生活の安定社会ࢀ加を௨じての生きがい等、生き
ていく上でۃめて重要な意ٛをもっているものであり、人生をࠨӈしかͶない重େなܾ定
にかかわるものです。わが国のݑ法において「職業બのࣗ由」をج本的人権の一つとし
てすての国民にこれを保োしているのも、このようなझࢫにͮجくものです。
　一ํ、ޏ用ओにも、࠾用ํ・࠾用ج४・࠾൱のܾ定なͲ、「࠾用のࣗ由」がೝめられ
ています。しかし、「࠾用のࣗ由」は、応募者のج本的人権を৵してまでೝめられている
わけではありまͤん。労働者の࠾用બߟを行うに当たっては、Կよりもʰ人を人としてΈ
るʱ人ؒଚ重のਫ਼ਆ、すなわͪ、応募者のج本的人権をଚ重することが重要です。

　「職業બのࣗ由」は、国民がͲんな職業でもࣗ由にબるということですが、不合理
な理由でब職のػ会が੍限されている状況であれば、そのਫ਼ਆを実ݱすることはできまͤ
ん。つまり「職業બのࣗ由」のਫ਼ਆを実ݱするためには、不合理な理由でब職のػ会が
੍限されないということ、すなわͪ「ब職のػ会ۉ等」が成ཱしなければなりまͤんが、
それを実ݱするためには、ޏ用するଆが応募者にく門ށを։いた上で、差別のない合理
的なج४による࠾用બߟを行っていただくことが不可欠になってきます。
　差別のない合理的なج४による࠾用બߟということは、人種・信条・性別・社会的身分
又は門地なͲではなく、本人の適性とྗのΈをج४として࠾用બߟを行うことに΄かな
りまͤん。
　以上のことから、ޏ用ओは、応募者にく門ށを։いた上で、本人の適性とྗのΈを
。ʱを行うことが求められているということがいえますߟ用બ࠾४としたʰ公正なج

　本人の適性とྗのΈをج४としたʰ公正な࠾用બߟʱを行うためには、本籍地家族
の職業なͲの本人にのない事項、फ教支持政党なͲの本དྷࣗ由であるき事項 	�
思想信条にかかわること 
なͲ、本人が職務を行できるかͲうかに関係のない事項を࠾
用ج४としないのは当વのことですが、それらの事項を応募用紙໘接なͲによってѲ
することࣗ体が、ब職差別につながるおそれがあるということをे分ೝࣝする必要があり
ます。
　それらの事項は、࠾用ج४としないつもりであっても、Ѳすれば݁ՌとしてͲうして
も࠾൱ܾ定にӨڹを༩えることとなりますし、また、それらの事項をਘͶられたくない応
募者にରしてਫ਼ਆ的なѹഭۤ௧を༩えたり、そのために本人が໘接で実ྗをൃشできな
かったりする場合があり、݁Ռとしてその人をഉ除することにもなりかͶないからです。

　ް生労働লは、これまでも、ब職と教育のػ会ۉ等を全に保োすることが同な
Ͳの人権の中৺的՝であるとのೝࣝにཱって、応募者のج本的人権をଚ重した公正
な࠾用બߟが実施されるようにするためのॾ施ࡦをੵۃ的に実施し、ޏ用ओのօ༷ํにޚ
理ղとޚྗをおئいしてࢀりましたが、ࠓൠ、ޏ用ओのօ༷に公正な࠾用બߟのج本的
なߟえํを࠶確ೝいただき、さらなる取り組Έを行う際に活用できる資料として、本ࢠ
を࡞成しました。

等の確保をਤる当事者として、同関係ۉ会ػ用ओのօ༷におかれましては、ब職のޏ　
者、ঁ性、ো者、在外国人なͲのཱ場人権全ൠにରする正しい理ղとೝࣝをਂ
めていただきながら、これらのൃܒ資料を有ޮにޚ活用いただくことにより、公正な࠾用
બߟの実施にけたさらなる取り組Έをおئいਃし上げます。
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͡めʹ

　「ब職」ということは、一人の人ؒにとって、生活の安定社会ࢀ加を௨じての生きがい
等、生きていく上でۃめて重要な意ٛをもっているものであり、人生をࠨӈしかͶない重
େなܾ定にかかわるものです。わが国のݑ法において「職業બのࣗ由」をج本的人権の
一つとしてすての国民にこれを保োしているのも、このようなझࢫにͮجくものです。�
　一ํޏ用ओにも、࠾用ํ・࠾用ج४・࠾൱のܾ定なͲ、「࠾用のࣗ由」がೝめられて
います。しかし「࠾用のࣗ由」は、応募者のج本的人権を৵してまでೝめられているわけ
ではありまͤん。労働者の࠾用બߟを行うに当たっては、Կよりもʰ人を人としてΈるʱ
人ؒଚ重のਫ਼ਆ、すなわͪ、応募者のج本的人権をଚ重することが重要です。

　「職業બのࣗ由」ということは、国民がͲんな職業でもࣗ由にબるということですが、
不合理な理由でब職のػ会が੍限されている状況であれば、そのਫ਼ਆを実ݱすることはで
きまͤん。つまり「職業બのࣗ由」のਫ਼ਆを実ݱするためには、不合理な理由でब職の
が成ཱしなければなりまͤ「等ۉ会ػब職の」会が੍限されないということ、すなわͪػ
んが、それを実ݱするためには、ޏ用するଆが応募者にく門ށを։いた上で、差別のな
い合理的なج४による࠾用બߟを行っていただくことが不可欠になってきます。
　差別のない合理的なج४による࠾用બߟということは、人種・信条・性別・社会的身分
又は門地なͲではなく、本人の適性とྗのΈをج४として࠾用બߟを行うことに΄かな
りまͤん。
　以上のことから、ޏ用ओは、応募者にく門ށを։いた上で、本人の適性とྗのΈを
。ʱを行うことが求められているということがいえますߟ用બ࠾४としたʰ公正なج

　本人の適性とྗのΈをج४としたʰ公正な࠾用બߟʱを行うためには、本籍地家族
の職業なͲの本人にのない事項、फ教支持政党なͲの本དྷࣗ由であるき事項 	
思想信条にかかわること 
なͲ、本人が職務を行できるかͲうかに関係のない事項を࠾
用ج४としないのは当વのことですが、それらの事項を応募用紙໘接なͲによってѲ
することࣗ体が、ब職差別につながるおそれがあるということをे分ೝࣝする必要があり
ます。
　それらの事項は、࠾用ج४としないつもりであっても、Ѳすれば݁ՌとしてͲうして
も࠾൱ܾ定にӨڹを༩えることとなりますし、また、それらの事項をਘͶられたくない応
募者にରしてਫ਼ਆ的なѹഭۤ௧を༩えたり、そのために本人が໘接で実ྗをൃشできな
かったりする場合があり、݁Ռとしてその人をഉ除することにもなりかͶないからです。

　ް生労働লといたしましては、これまでも、ब職と教育のػ会ۉ等を全に保োするこ
とが同なͲの人権の中৺的՝であるとのೝࣝにཱって、応募者のج本的人権
をଚ重した公正な࠾用બߟが実施されるようにするためのॾ施ࡦをੵۃ的に実施し、ޏ用
ओのօ༷ํにޚ理ղとޚྗをおئいしてࢀりましたが、ࠓൠ、ޏ用ओのօ༷に公正な࠾
用બߟのج本的なߟえํを࠶確ೝいただき、さらなる取り組Έを行う際に活用できる資料
として、本ࢠを࡞成しました。

等の確保をਤる当事者として、同関係ۉ会ػ用ओのօ༷におかれましては、ब職のޏ　
者、ঁ性、ো者、在外国人なͲのཱ場人権全ൠにରする正しい理ղとೝࣝをਂ
めていただきながら、これらのൃܒ資料を有ޮにޚ活用いただくことにより、公正な࠾用
બߟの実施にΉけたさらなる取り組Έをおئいਃし上げます。
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ᶘɹެ ਖ਼ͳ࠾༻બߟͷجຊ

　h公正な࠾用બߟʱを行うج本は、
　①応募者にく門ށを։くこと
　②本人のもつ適性・ྗ以外のことを࠾用ج४にしないこと
にあります。

ʢԠืऀʹ ͘ށΛ։ ʣ͘
˒　h 公正な採用選考ʱを行うには、まず、ʮ応募者にく
ށを開くことʯが求められます。

˒　 く͝限られた人にしかށが開かれていないようであれ
、ʮ就職の機会ۉ等ʯを実ݱすることはできまͤ Μので、
求人条件に合கする全ての人が応募できるようにすること
がେ切です。

ʢదੑɾྗͷΈΛج༺࠾४ͱ͢ Δʣ
˒　h 公正な採用選考ʱを行うには、ʮ応募者が、求人職
छの職行上必要な適性・能力をもっているかどうかʯ
という基準で採用選考を行うことが必要です。

˒　ྫえ、ຊ੶やՈの職業などʮຊ人にのな
い事項ʯや、फڭや支࣋ౘなどのʮຊ来ࣗ由である
べき事項（ࢥ৴条にかかわること）ʯは、ຊ人が職
を行できるかどうかには関係のないこと・適性と能力に
は関係のないことであり、これらを採用基準にしないことが
必要です。

ʢదੑɾྗʹؔͷͳ͍߲ࣄͷѲʣ
˒　適性・能力に関係のない事項は、それを採用基準とし
ないつもりでも、応募用ࢴに記載さͤたり໘時において
ਘͶたりすれ、その༰は݁Ռとしてどうしても採൱ܾ
定にӨڹを༩えることとなり、就職差ผにつながるおそれ
があります。

˒　応募者にとってみれ、採用ଆが採用基準としないつ
もりの事項であっても、ਘͶられれそれが採用選考の
基準にされているとղऍしてしまいます。
　また、それらの事項をਘͶられたくない応募者にとって
みれ、ਘͶられることࣗ 体によってਫ਼ਆ的なѹഭやۤ௧
を受けたり、その৺理的ଧܸがӨڹして໘において実
力を発شできなかったりする場合があり、݁Ռとしてその
人をഉআすることになりかͶまͤ Μ。

˒　なお、求職者のݸ人情報をอޢする؍点からも、社
会的差ผのݪҼとなるおそれのあるݸ人情報などについ
ては、ݪଇとしてऩ集がೝめられまͤ Μ
（ˠᶝʮ求職者等のݸ人情報の取扱いʯࢀর）

ᶗɹ࠾༻બߟͷجຊతͳํ͑ߟ
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ʢԠืऀͷجຊతਓݖͷଚॏʣ
˒　ຊݑࠃ法（ୈ �� 条）は、基ຊ的人ݖのҰつとして
全ての人にʮ職業選択のࣗ由ʯをอোしています。�

˒　Ұ方、雇用主にも、採用方・採用基準・採൱のܾ
定など、ʮ採用のࣗ由ʯがೝめられています。

˒　しかし、ʮ採用のࣗ由ʯは、応募者の基ຊ的人ݖを৵
してまでೝめられているわけではありまͤ Μ。

˒　採用選考を行うに当たっては、Կよりもh 人を人として
みるʱ人間ଚॏのਫ਼ਆ、すなわͪ、応募者の基ຊ的人
。をଚॏすることがॏ要ですݖ

ʢదੑɾྗʹΑΔ࠾༻બߟʣ
˒�ʮ職業選択のࣗ由ʯすなわͪʮ就職の機会ۉ等ʯとい
うことは、୭でもࣗ 由にࣗの適性・能力に応じて職業を
選べるということですが、これを実ݱするためには、雇用
するଆが、応募者にくށを開いた上で、適性・能力
のみを基準としたʰ公正な採用選考ʱを行うことが求めら
れます。

˒　また、ຊݑࠃ法（ୈ �� 条）は、基ຊ的人ݖのҰ
つとして全ての人にʮ法のԼのฏ等ʯをอোしています
が、採用選考においても、この理೦にのっとり、人छ・
৴条・性ผ・社会的・などの事項による差ผが
あってはならず、適性・能力のみを基準として行われるこ
とが求められます。

、はߟ用બ࠾
　˔h 人を人としてΈる 人ɦؒଚ重のਫ਼ਆ、すなわͪ、応募者のج本的人権をଚ重すること
　˔応募者の適性・ྗのΈをج४として行うこと
の２をج本的なߟえํとして実施することがେ切です。

本国ݑ法
第��条　すて国民は、法の下にฏ等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は

門地により、政࣏的、ࡁܦ的又は社会的関係において、差別されない。
第 ��条　Կ人も、公共のࢱにしない限り、ॅډ、Ҡస及び職業બのࣗ由を有する。
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ʮ࠾༻બ࣌ߟʹྀ͖߲͢ࣄʯɹʙब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕͋Δ ʙ߲ࣄ��

に記載さͤ（Τンτリーシーτを含Ή）ࢴの①ʙᶍの事項を、応募用࣍　
る・໘時においてਘͶる・࡞จを՝すなどによってѲすることや、ᶎʙ
ᶐを実ࢪすることは、就職差ผにつながるおそれがあります。

ʢຊਓʹͷͳ͍߲ࣄͷѲʣ
①「本籍・出生地」に関すること
②「家族」に関すること（職業・ଓฑ・݈߁・地Ґ・学ྺ・収入・資産なͲ）
ᶅ「ॅ状況」に関すること（ؒ取り・෦・ॅの種類・ۙྡの施ઃなͲ）
ᶆ「生活ڥ・家ఉڥなͲ」に関すること

ʢຊདྷࣗ༝Ͱ͋Δ͖ࣄ ʢ߲ࢥ৴ʹ͔͔ΘΔ͜ͱʣͷѲʣ
ᶇ「फ教」に関すること
ᶈ「支持政党」に関すること
ᶉ「人生観・生活信条なͲ」に関すること
ᶊ「ଚܟする人」に関すること
ᶋ「思想」に関すること
ᶌ「労働組合・学生運動なͲ社会運動」に関すること
ᶍ「購読新聞・雑誌・愛読書なͲ」に関すること

ʢ࠾༻બߟͷํ๏ʣ
ᶎ「身ݩௐࠪなͲ」の実施
ᶏ「全国高等学校統一応募用紙・+*4 規֨のཤྺ書（༷ࣜ例）にͮجかない事
項を含んだ応募書類�（社用紙）」の使用

ᶐ「合理的・٬観的に必要性がೝめられない࠾用બ࣌ߟの݈߁அ」の実施

（ �）ʮށ੶౽ʢঞʣຊʯຊ੶͕͞ࡌهΕ ʮͨॅຽථʢࣸ͠ʣʯを提ग़さͤることは、
①の事項のѲに֘当することになります。

（�）ʮॅݱॴͷུਤʯを提ग़さͤることは、③④などの事項をѲしたり、ᶎ
のʮݩௐࠪʯにつながるՄ能性があります。

（ �）ᶐは、通ৗ、採用選考時において合理的・؍٬的に必要性がೝめられない
　ʮ݈߁அॻʯを提ग़さͤることを意ຯします。

3

ʢదੑɾྗʹؔͷͳ͍߲ࣄͷѲʣ
˒　労働者に求められる適性と能力の༰は、職छの職
༰によってҟなります。

˒　そのため、応募者からどΜな事項をѲすることが適
当か、あるいは適当でないかは、Ұ֓に断じられるもので
はなく、職༰に応じて、Ѳすることがਅに合理的
であるかどうかという؍点で判断しなけれならないものと
いえます。

˒　しかしながら、少なくとも、ʮຊ人にのない事項ʯや
ʮຊ来ࣗ由であるべき事項（ࢥ৴条にかかわること）ʯ
は、ຊ人の適性・能力に関係のない事項であると考えら
れます。

˒　このため、これらの事項を、応募用ࢴ（Τンτリーシーτ
を含Ή）に記載さͤる・໘時においてਘͶる・࡞จを
՝すなどによってѲすることは、就職差ผにつながるお
それがあります。

˒　ʮށ੶౽（ঞ）ຊʯやʮॅݱ所のུਤ等ʯを提ग़さ
ͤることは、これらの事項をѲすることになります。

˒　ʮݩௐࠪʯ、ʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ応募用4*+・ࢴ 規
格のཤྺॻ（༷ࣜྫ）に基ͮかない事項を含Μͩ応募
ॻྨ（社用ࢴ）の用ʯ、ʮ合理的・؍٬的に必要性
がೝめられない採用選考時の݈߁断（݈߁断ॻの
提ग़）ʯは、就職差ผにつながるおそれがあります。

ʢब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕ Δ͋�� ʣ߲ࣄ
˒　労働者に求められる適性と能力の༰は職༰に
よってҟなりますが、少なくとも֤職に共通して就職差
ผにつながるおそれがある事項としては、࣍の�� 事項を
あ͛ることができます（これらに限られるわけではありまͤ
Μ）。

ʢݩௐࠪɺ߹ཧతඞཁੑͷͳ͍࠾༻બ࣌ߟͷ݈߁அʣ

ब職差別につながるおそれがある具体的事項として、গなくとも、
　˔適性・ྗに関係のない事項（本人にのない事項、本དྷࣗ由であるき事項
　（思想信条にかかわること））を、応募用紙・໘接・࡞จなͲによってѲすること
　˔身ݩௐࠪ・合理的必要性のない࠾用બ࣌ߟの݈߁அを実施すること
なͲ ��事項をあげることができます。

ᶙɹʮ࠾༻બ࣌ߟʹྀ͖߲͢ࣄʯɹʙब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕͋Δ ʙ߲ࣄ��
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ʢຊਓʹͷͳ͍߲ࣄͷѲʣ
①「本籍・出生地」に関すること
②「家族」に関すること（職業・ଓฑ・݈߁・地Ґ・学ྺ・収入・資産なͲ）
ᶅ「ॅ状況」に関すること（ؒ取り・෦・ॅの種類・ۙྡの施ઃなͲ）
ᶆ「生活ڥ・家ఉڥなͲ」に関すること

ʢຊདྷࣗ༝Ͱ͋Δ͖ࣄ ʢ߲ࢥ৴ʹ͔͔ΘΔ͜ͱʣͷѲʣ
ᶇ「फ教」に関すること
ᶈ「支持政党」に関すること
ᶉ「人生観・生活信条なͲ」に関すること
ᶊ「ଚܟする人」に関すること
ᶋ「思想」に関すること
ᶌ「労働組合・学生運動なͲ社会運動」に関すること
ᶍ「購読新聞・雑誌・愛読書なͲ」に関すること

ʢ࠾༻બߟͷํ๏ʣ
ᶎ「身ݩௐࠪなͲ」の実施
ᶏ「全国高等学校統一応募用紙・+*4 規֨のཤྺ書（༷ࣜ例）にͮجかない事
項を含んだ応募書類�（社用紙）」の使用

ᶐ「合理的・٬観的に必要性がೝめられない࠾用બ࣌ߟの݈߁அ」の実施

（ �）ʮށ੶౽ʢঞʣຊʯຊ੶͕͞ࡌهΕ ʮͨॅຽථʢࣸ͠ʣʯを提ग़さͤることは、
①の事項のѲに֘当することになります。

（�）ʮॅݱॴͷུਤʯを提ग़さͤることは、③④などの事項をѲしたり、ᶎ
のʮݩௐࠪʯにつながるՄ能性があります。

（ �）ᶐは、通ৗ、採用選考時において合理的・؍٬的に必要性がೝめられない
　ʮ݈߁அॻʯを提ग़さͤることを意ຯします。

3

ʢదੑɾྗʹؔͷͳ͍߲ࣄͷѲʣ
˒　労働者に求められる適性と能力の༰は、職छの職
༰によってҟなります。

˒　そのため、応募者からどΜな事項をѲすることが適
当か、あるいは適当でないかは、Ұ֓に断じられるもので
はなく、職༰に応じて、Ѳすることがਅに合理的
であるかどうかという؍点で判断しなけれならないものと
いえます。

˒　しかしながら、少なくとも、ʮຊ人にのない事項ʯや
ʮຊ来ࣗ由であるべき事項（ࢥ৴条にかかわること）ʯ
は、ຊ人の適性・能力に関係のない事項であると考えら
れます。

˒　このため、これらの事項を、応募用ࢴ（Τンτリーシーτ
を含Ή）に記載さͤる・໘時においてਘͶる・࡞จを
՝すなどによってѲすることは、就職差ผにつながるお
それがあります。

˒　ʮށ੶౽（ঞ）ຊʯやʮॅݱ所のུਤ等ʯを提ग़さ
ͤることは、これらの事項をѲすることになります。

˒　ʮݩௐࠪʯ、ʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ応募用4*+・ࢴ 規
格のཤྺॻ（༷ࣜྫ）に基ͮかない事項を含Μͩ応募
ॻྨ（社用ࢴ）の用ʯ、ʮ合理的・؍٬的に必要性
がೝめられない採用選考時の݈߁断（݈߁断ॻの
提ग़）ʯは、就職差ผにつながるおそれがあります。

ʢब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕ Δ͋�� ʣ߲ࣄ
˒　労働者に求められる適性と能力の༰は職༰に
よってҟなりますが、少なくとも֤職に共通して就職差
ผにつながるおそれがある事項としては、࣍の�� 事項を
あ͛ることができます（これらに限られるわけではありまͤ
Μ）。

ʢݩௐࠪɺ߹ཧతඞཁੑͷͳ͍࠾༻બ࣌ߟͷ݈߁அʣ

ब職差別につながるおそれがある具体的事項として、গなくとも、
　˔適性・ྗに関係のない事項（本人にのない事項、本དྷࣗ由であるき事項
　（思想信条にかかわること））を、応募用紙・໘接・࡞จなͲによってѲすること
　˔身ݩௐࠪ・合理的必要性のない࠾用બ࣌ߟの݈߁அを実施すること
なͲ ��事項をあげることができます。

ᶙɹʮ࠾༻બ࣌ߟʹྀ͖߲͢ࣄʯɹʙब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕͋Δ ʙ߲ࣄ��

ब職差別につながるおそれがある具体的事項として、গなくとも、
˔�適性・ྗに関係のない事項 	 本人にのない事項、本དྷࣗ由であるき事項
	思想信条にかかわること 

を、Τϯτリーγーτ・応募用紙・໘接・࡞จなͲによっ
てѲすること

　˔�身ݩௐࠪ・合理的必要性のない࠾用બ࣌ߟの݈߁அを実施すること
なͲ �� 事項をあげることができます。

˒　このため、これらの事項を、Τンτリーシーτ・応募
用ࢴに記載さͤる・໘時においてਘͶる・࡞จを՝
すなどによってѲすることは、就職差ผにつながる
おそれがあります。
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ʮ࠾༻બ࣌ߟʹྀ͖߲͢ࣄʯɹʙब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕͋Δ ʙ߲ࣄ��

ʢຊਓʹͷͳ͍߲ࣄͷѲʣ
①「本籍・出生地」に関すること
②「家族」に関すること（職業・ଓฑ・݈߁・地Ґ・学ྺ・収入・資産なͲ）
ᶅ「ॅ状況」に関すること（ؒ取り・෦・ॅの種類・ۙྡの施ઃなͲ）
ᶆ「生活ڥ・家ఉڥなͲ」に関すること

ʢຊདྷࣗ༝Ͱ͋Δ͖ࣄ ʢ߲ࢥ৴ʹ͔͔ΘΔ͜ͱʣͷѲʣ
ᶇ「फ教」に関すること
ᶈ「支持政党」に関すること
ᶉ「人生観・生活信条なͲ」に関すること
ᶊ「ଚܟする人」に関すること
ᶋ「思想」に関すること
ᶌ「労働組合・学生運動なͲ社会運動」に関すること
ᶍ「購読新聞・雑誌・愛読書なͲ」に関すること

ʢ࠾༻બߟͷํ๏ʣ
ᶎ「身ݩௐࠪなͲ」の実施
ᶏ「全国高等学校統一応募用紙・+*4 規֨のཤྺ書（༷ࣜ例）にͮجかない事
項を含んだ応募書類�（社用紙）」の使用

ᶐ「合理的・٬観的に必要性がೝめられない࠾用બ࣌ߟの݈߁அ」の実施

（ �）ʮށ੶౽ʢঞʣຊʯຊ੶͕͞ࡌهΕ ʮͨॅຽථʢࣸ͠ʣʯを提ग़さͤることは、
①の事項のѲに֘当することになります。

（�）ʮॅݱॴͷུਤʯを提ग़さͤることは、③④などの事項をѲしたり、ᶎ
のʮݩௐࠪʯにつながるՄ能性があります。

（ �）ᶐは、通ৗ、採用選考時において合理的・؍٬的に必要性がೝめられない
　ʮ݈߁அॻʯを提ग़さͤることを意ຯします。

3

ʢదੑɾྗʹؔͷͳ͍߲ࣄͷѲʣ
˒　労働者に求められる適性と能力の༰は、職छの職
༰によってҟなります。

˒ そのため、応募者からどΜな事項をѲすることが適
当か、あるいは適当でないかは、Ұ֓に断じられるもので
はなく、職༰に応じて、Ѳすることがਅに合理的
であるかどうかという؍点で判断しなけれならないものと
いえます。

˒　しかしながら、少なくとも、ʮຊ人にのない事項ʯや
ʮຊ来ࣗ由であるべき事項（ࢥ৴条にかかわること）ʯ
は、ຊ人の適性・能力に関係のない事項であると考えら
れます。

˒　このため、これらの事項を、応募用ࢴ（Τンτリーシーτ
を含Ή）に記載さͤる・໘時においてਘͶる・࡞จを
՝すなどによってѲすることは、就職差ผにつながるお
それがあります。

˒ ʮށ੶౽（ঞ）ຊʯやʮॅݱ所のུਤ等ʯを提ग़さ
ͤることは、これらの事項をѲすることになります。

˒ ʮݩௐࠪʯ、ʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ応募用4*+・ࢴ 規
格のཤྺॻ（༷ࣜྫ）に基ͮかない事項を含Μͩ応募
ॻྨ（社用ࢴ）の用ʯ、ʮ合理的・؍٬的に必要性
がೝめられない採用選考時の݈߁断（݈߁断ॻの
提ग़）ʯは、就職差ผにつながるおそれがあります。

ʢब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕ Δ͋�� ʣ߲ࣄ
˒　労働者に求められる適性と能力の༰は職༰に
よってҟなりますが、少なくとも֤職に共通して就職差
ผにつながるおそれがある事項としては、࣍の�� 事項を
あ͛ることができます（これらに限られるわけではありまͤ
Μ）。

ʢݩௐࠪɺ߹ཧతඞཁੑͷͳ͍࠾༻બ࣌ߟͷ݈߁அʣ

ब職差別につながるおそれがある具体的事項として、গなくとも、
　˔適性・ྗに関係のない事項（本人にのない事項、本དྷࣗ由であるき事項
（思想信条にかかわること））を、応募用紙・໘接・࡞จなͲによってѲすること

　˔身ݩௐࠪ・合理的必要性のない࠾用બ࣌ߟの݈߁அを実施すること
なͲ ��事項をあげることができます。

ᶙʮ࠾༻બ࣌ߟʹྀ͖߲͢ࣄʯɹʙब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕͋Δ ʙ߲ࣄ��

に記載さͤる・໘ࢴの①ʙᶍの事項を、Τンτリーシーτ・応募用࣍　
時においてਘͶる・࡞จを՝すなどによってѲすることや、ᶎʙᶐを実
。することは、就職差ผにつながるおそれがありますࢪ
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Ѳされることとなります。
　またݩௐࠪによってऩ集される情報のதには、ແな෩評・予断・ภݟが入りࠐΜͩ情報が含まれ
ることがあり、それが採用をࠨӈするおそれがあります。
　このようなことから、݁Ռとしてݩௐࠪは就職差ผにつながるおそれがあります。

ʲᶏࣾ༻ࢴʳˠᶜの �ʮ応募の受け（応募ॻྨ）ʯࢀর
　雇用主がಠࣗに࡞成した応募ॻྨ（ʮ社用ࢴʯ）は、ྫえຊ੶やՈఉঢ়گを記入さͤるなど、就職差
ผにつながるおそれのある事項が含まれている場合がみられます。
　このため、新規த卒・ߴ卒予定者の場合、就職差ผにつながるおそれのある事項が含まれない応募用ࢴ
としてそれͧれ、ʮ職業૬ஊ票（Ե）ʯʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ応募用ࢴʯが全ࠃ౷Ұ的に定められていますの
で、それを用しʮ社用ࢴʯはわないようにしてくͩさい。
　また、新規େ卒等予定者の場合は、ްੜ労働লが示すʮ新規େ学等卒業予定者用ඪ準的事項のࢀ考ྫʯ
に基ͮいた応募社用ࢴ（ཤྺॻ、ࣗݾհॻ）、または、ʮ+*4 規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用する
とともに、Ұൠ求職者の場合はʮ+*4�規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用しましΐう。

ʲᶐ࠾༻બ࣌ߟͷ݈߁அʗʢ �ʣ݈ அॻʳ߁
　労働安全Ӵੜ規ଇୈ �� 条にʮ雇入時の݈߁断ʯが規定されていることを理由に、採用選考時において
Ұに݂ӷ検ࠪ等のʮ݈߁断ʯを実ࢪする（ʮ݈߁断ॻの提ग़ʯを求める）事ྫがݟ受けられます。
　しかし、このʮ雇入時の݈߁断ʯは、ৗ時用する労働者を雇い入れたࡍにおける適正置、入職後
の݈߁管理に立てるために実ࢪするものであって、採用選考時に実ࢪすることをٛͮけたものではな
く、また、応募者の採൱をܾ定するものでもありまͤΜ。
　採用選考時における݂ӷ検ࠪ等のʮ݈߁断ʯは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項
をѲするՄ能性があり、݁Ռとして、就職差ผにつながるおそれがあります。
　したがって、採用選考時におけるʮ݈߁断ʯは、その必要性を৻ॏに検討し、それが応募者の適性と
能力を判断する上で合理的かつ؍٬的に必要である場合をআいて実ࢪしないようおئいします。なお、ਅ
に必要な場合であっても、応募者に対して検ࠪ༰とその必要性についてあらかじめेな説明を行った
うえで実ࢪすることが求められます。

�イϧε性؊Ԍについて�
　イϧε性؊Ԍは、通ৗの業において労働者が感છしたり、感છ者がଞの労働者に感છさͤたりするこ
とは考えられず、またଟくの場合؊機能が正ৗであるঢ়態がଓくことから、基ຊ的に就業に当たっての
はありまͤΜ。؊Ԍイϧεの࣋ଓ感છ者等に対する差ผは、ภݟを基ૅにしたものであるといえます。
　したがって、採用選考時において、؊Ԍイϧε検 （݂ࠪӷ検ࠪ）を含Ή合理的必要性のないʮ݈߁断ʯ
を実ࢪすることは、݁Ռとして؊Ԍイϧεの࣋ଓ感છ者等に対する就職差ผにつながるおそれがあります。

�৭֮ҟৗについて�
　৭֮検ࠪにおいてҟৗと判ผされた方のେは、支োなく業を行うことがՄ能であることが明らかにな
ってきております。しかしながら、このような方が業に特ผの支োがない場合であっても、事業主が採用
を੍限する事ྫもݟ受けられることから、労働安全Ӵੜ規ଇ等の改正（ฏ成 �� 年 �� ݄）により、ʮ雇入時の
。されましたࢭ項目としての৭֮検ࠪがഇ߁断ʯの݈߁݈
　ै業һを雇い入れるࡍには、ʮ৭֮ҟৗは不Մʯなどの求人条件をつけるのではなく、৭をう仕事の༰
をৄࡉに記ड़するようにするとともに、採用選考時において、৭֮検ࠪを含Ήʮ݈߁断ʯを行うことにつ
いては、職༰との関連でその必要性を৻ॏに検討し、就職差ผにつながらないよう意してくͩさい。

ʢ̡ �ʣॅݱॴͷུਤʳ
　　ʮॅݱ所（ࣗۙ）のུਤ等の提ग़ʯを求めることは、ॅډҬのঢ়گなどをѲしたりʮᶎݩௐ
ࠪʯに利用されるݥة性があります。通ۈ経࿏のѲなどのために用いる場合は、入社後において必要に
応じてѲすれり、採用選考時にѲする合理性はありまͤΜ。

�

ʲᶃຊ੶ʗʢ �ʣށ੶౽ʢঞʣຊɾॅຽථʢࣸ͠ʣr
　人を雇うࡍにʮށ੶౽（ঞ）ຊの提ग़ʯを求めるなどによってʮຊ੶ʯをௐべるश׳は、զがࠃの資ຊ
主ٛ発ୡ段֊のॳ期において、ݩを֬ೝするためのख段としてੜまれたものͩとݴわれています。その
後このश׳は౿ऻされଓけ、ࠓとなってはԿのためにこれを求めるのか明֬でないのにै来からの׳行と
して事的に求めている場合があります。
　しかしながら、このຊ੶・ށ੶౽（ঞ）ຊというものは、ಉ関係者であることなどを理由とした差ผ
に用いられたりภݟをটくおそれのあるものであるということや、それがѲされることによってଟくの
人ʑを不安にさͤているということについて、ਂくೝࣝする必要があります。ʮຊ੶によって差ผするつも
りはなく、特に必要性はないけれども事的にށ੶౽（ঞ）ຊの提ग़を求めたʯではすまされないことに
ついて͝理ղくͩさい。ຊ੶が記載されたʮॅຽ票（ࣸし）ʯも、考え方はʮށ੶౽（ঞ）ຊʯとಉ༷です。
　また、ࠃ੶で差ผしない公正な採用選考を行う必要から、応募者が֎ࠃ人でも、ʮށ੶（ຊ੶）ʯやʮॅ
ຽ票（ࣸし）ʯを提ग़（記入）さͤることは、݁Ռとしてその応募機会を不当にดじることになるおそれが
あります。ʮ特ผӬॅ者ূ明ॻʯやʮࡏ留Χーυʯなどを提ग़さͤることについてもಉ༷です。
　なお、応募用ࢴのʮຊ੶ʯཝについては、ʮ（த卒用）職業૬ஊ票（Ե）ʯʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ応募用ࢴʯ
はฏ成�年�݄より、またʮ+*4�規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯはฏ成��年�݄よりআされています。

ʲᶄՈʹؔ͢Δ͜ͱʳ
　　ʮՈʯの職業（有ແ・職छ・ۈઌなど）・ଓฑ（Ոߏ成を含Ή）・݈߁・Ґ・学ྺ・ऩ入・資࢈
などを応募用ࢴや໘などでѲしようとする事ྫがݟ受けられますが、それらの事項は、ຊ人の適性・
能力に関係のないことです。
　そもそも、྆のいるՈఉであるかとか、などのՈがどΜな仕事についているか、会社のதでどΜ
な職か、どれ΄どお金ͪ࣋かなどということなどによって、ຊ人の就職がࠨӈされてよいはずがありま
ͤΜ。また、などのՈのঢ়گからຊ人の適性・能力などをਪしはかΖうとする考え方も、ՈฑをॏΜ
じるなどの前ۙ的なҼशに基ͮくଟくの予断とภݟが࡞用したものということができます。
　　ʮ໘においてՈについてਘͶたのは、応募者をリラッΫεさͤるために、えやすいۙなと
してग़したͩけであり、Կかを差ผしようとするつもりはなかったʯなどという場合もあります。しかし
ͻとたͼਘͶてѲしてしまえ、それはらないうͪにภݟや予断をটき、ຊ人に対する評価・ݟ方に
フィϧターがかかります。はじめは差ผするつもりはなかったということでも、݁Ռとしては、Ѳした
ことが採൱ܾ定にӨڹを༩え、就職差ผにつながるおそれがあるのです。
　また、ՈについてਘͶるということは、ྫえՈのࢮผ・ࣦ業など、ຊ人にのないそれͧれ
のՈのさま͟まな事情に立ͪ入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情をਘͶられたくないとࢥっ
ていたなら、ຊ人をইつけたり、動༳さͤて໘時に実力を発شできなくさͤ、݁Ռとしてその人をഉ
আしてしまうことにもなりかͶまͤΜ。
　Ոに関することは、ਘͶる必要がないかりか、ຊ人ࣗの適性と能力を公ฏかつ؍٬的に評価する
ためにあえてਘͶないようにする考え方が必要です。

ʲᶅॅঢ়گɾᶆੜڥ׆ɾՈఉڥʳ
　　ʮॅঢ়گʯʮੜ活ڥʯʮՈఉڥʯなどは、そもそもຊ人の適性・能力に関係のない事項ですが、そ
れらをѲすれ、そこからຊ人やՈのੜ活ਫ準（ऩ入ਫ準・Ոฑなど）をਪଌし、さらにそれに基ͮ
いて人を評価しようとする考え方に݁ͼつくおそれがあります。

ʲᶇʙᶍຊདྷࣗ༝Ͱ͋Δ͖߲ࣄʢࢥ৴ʹ͔͔ΘΔ͜ͱʣr
　　ʮफڭʯʮ支࣋ౘʯʮ人ੜ؍・ੜ活৴条などʯʮଚܟする人ʯʮࢥʯʮ労働組合・学ੜӡ動など社会ӡ
動ʯʮߪಡ新ฉ・ࢽࡶ・Ѫಡॻʯなど、ࢥ৴条にかかわることを採൱の判断基準とすることは、ݑ法上の
ʮࢥのࣗ由（ୈ �� 条）ʯʮ৴ڭのࣗ由（ୈ �� 条）ʯなどの規定のਫ਼ਆに反することになります。ࢥ৴条
にかかわることは、ݑ法にอোされたຊ来ࣗ由であるべき事項であり、それを採用選考にࠐͪ࣋まないよ
うにすることが必要です。

ʲᶎݩௐࠪʳ
　企業がै業һの採用に当たって、応募者のຊ੶、ੜ活ঢ়گ、Ոのঢ়گなどをௐࠪすることは、応募者
の適性・能力に関係のない事ฑをѲしてそれを採用基準とすることになり、その݁Ռ、ຊ人の就職の機
会が不当にด͟されることになります。
　ݩௐࠪにおいては、ॅډҬ等のੜ活ڥ等を実にௐべたり、ۙ所や関係者へのฉきࠐみや༷ʑな
ॻ ・ྨσータをऩ集することなどによって、ຊ人やそのՈに関する情報をく集めることになりますが、
そのதで、意ਤしなくても、ຊ人のຊ੶・ੜ活ڥやՈのঢ়گ・資࢈などのຊ人にのないことや、
Ҽとなるおそれのある事項がݪ৴条にかかわることなど、ຊ人の適性・能力とは関係のない、差ผのࢥ

ʮ࠾༻બ࣌ߟʹྀ͖߲͢ࣄʯʢब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕͋Δ �� ํ͑ߟʣͷ߲ࣄ

ʲᶃຊ੶ʗʢ�ʣށ੶౽ʢঞʣຊɾॅຽථʢࣸ͠ʣr
　人を雇うࡍにʮށ੶౽（ঞ）ຊの提ग़ʯを求めるなどによってʮຊ੶ʯをௐべるश׳は、զがࠃの資ຊ
主ٛ発ୡ段֊のॳ期において、ݩを֬ೝするためのख段としてੜまれたものͩとݴわれています。その
後、このश׳は౿ऻされଓけ、ࠓとなってはԿのためにこれを求めるのか明֬でないのにै来からの׳行
として事的に求めている場合があります。
　しかしながら、このຊ੶・ށ੶౽（ঞ）ຊというものは、ಉ関係者であることなどを理由とした差ผ
に用いられたりภݟをটくおそれのあるものであるということや、それがѲされることによってଟくの
人ʑを不安にさͤているということについて、ਂくೝࣝする必要があります。ʮຊ੶によって差ผするつも
りはなく、特に必要性はないけれども事的にށ੶౽（ঞ）ຊの提ग़を求めたʯではすまされないことに
ついて͝理ղくͩさい。ຊ੶が記載されたʮॅຽ票（ࣸし）ʯも、考え方はʮށ੶౽（ঞ）ຊʯとಉ༷です。
　また、֎ࠃ人（ࡏؖࠃ・ே人を含Ή）の場合、採用選考段֊において、応募者からʮࡏ留Χーυʯ
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　なお、応募用ࢴのʮຊ੶ʯཝについては、ʮ（த卒用）職業૬ஊ票（Ե）ʯʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ応募用
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�　ʮՈʯの職業（有ແ・職छ・ۈઌなど）・ଓฑ（Ոߏ成を含Ή）・݈߁・Ґ・学ྺ・ऩ入・資࢈
などを応募用ࢴや໘などでѲしようとする事ྫがݟ受けられますが、それらの事項は、ຊ人の適性・
能力に関係のないことです。
　そもそも、྆のいるՈఉであるかとか、などのՈがどΜな仕事についているか、会社のதでどΜ
な職か、どれ΄どお金ͪ࣋かなどということなどによって、ຊ人の就職がࠨӈされてよいはずがありま
ͤΜ。また、などのՈのঢ়گからຊ人の適性・能力などをਪしはかΖうとする考え方も、ՈฑをॏΜ
じるなどの前ۙ的なҼशに基ͮくଟくの予断とภݟが࡞用したものということができます。
　�ʮ໘においてՈについてਘͶたのは、応募者をリラッΫεさͤるために、えやすいۙなと
してग़したͩけであり、Կかを差ผしようとするつもりはなかったʯなどという場合もあります。しかし、
ͻとたͼਘͶてѲしてしまえ、それはらないうͪにภݟや予断をটき、ຊ人に対する評価・ݟ方に
フィϧターがかかります。はじめは差ผするつもりはなかったということでも、݁Ռとしては、Ѳした
ことが採൱ܾ定にӨڹを༩え、就職差ผにつながるおそれがあるのです。
　また、ՈについてਘͶるということは、ྫえՈのࢮผ・ࣦ業など、ຊ人にのないそれͧれ
のՈのさま͟まな事情に立ͪ入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情をਘͶられたくないとࢥっ
ていたなら、ຊ人をইつけたり、動༳さͤて໘時に実力を発شできなくさͤ、݁Ռとしてその人をഉ
আしてしまうことにもなりかͶまͤΜ。
　Ոに関することは、ਘͶる必要がないかりか、ຊ人ࣗの適性と能力を公ฏかつ؍٬的に評価する
ためにあえてਘͶないようにする考え方が必要です。
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ʮࢥのࣗ由（ୈ �� 条）ʯʮ৴ڭのࣗ由（ୈ �� 条）ʯなどの規定のਫ਼ਆに反することになります。ࢥ৴
条にかかわることは、ݑ法にอোされたຊ来ࣗ由であるべき事項であり、それを採用選考にࠐͪ࣋まな
いようにすることが必要です。

ʲᶎݩௐࠪʳ
　企業がै業һの採用に当たって、応募者のຊ੶、ੜ活ঢ়گ、Ոのঢ়گなどをௐࠪすることは、応募者
の適性・能力に関係のない事ฑをѲしてそれを採用基準とすることになり、その݁Ռ、ຊ人の就職の機
会が不当にด͟されることになります。
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Ѳされることとなります。
　またݩௐࠪによってऩ集される情報のதには、ແな෩評・予断・ภݟが入りࠐΜͩ情報が含まれ
ることがあり、それが採用をࠨӈするおそれがあります。
　このようなことから、݁Ռとしてݩௐࠪは就職差ผにつながるおそれがあります。

ʲᶏࣾ༻ࢴʳˠᶜの �ʮ応募の受け（応募ॻྨ）ʯࢀর
　雇用主がಠࣗに࡞成した応募ॻྨ（ʮ社用ࢴʯ）は、ྫえຊ੶やՈఉঢ়گを記入さͤるなど、就職差
ผにつながるおそれのある事項が含まれている場合がみられます。
　このため、新規த卒・ߴ卒予定者の場合、就職差ผにつながるおそれのある事項が含まれない応募用ࢴ
としてそれͧれ、ʮ職業૬ஊ票（Ե）ʯʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ応募用ࢴʯが全ࠃ౷Ұ的に定められていますの
で、それを用しʮ社用ࢴʯはわないようにしてくͩさい。
　また、新規େ卒等予定者の場合は、ްੜ労働লが示すʮ新規େ学等卒業予定者用ඪ準的事項のࢀ考ྫʯ
に基ͮいた応募社用ࢴ（ཤྺॻ、ࣗݾհॻ）、または、ʮ+*4 規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用する
とともに、Ұൠ求職者の場合はʮ+*4�規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用しましΐう。

ʲᶐ࠾༻બ࣌ߟͷ݈߁அʗʢ �ʣ݈ அॻʳ߁
　労働安全Ӵੜ規ଇୈ �� 条にʮ雇入時の݈߁断ʯが規定されていることを理由に、採用選考時において
Ұに݂ӷ検ࠪ等のʮ݈߁断ʯを実ࢪする（ʮ݈߁断ॻの提ग़ʯを求める）事ྫがݟ受けられます。
　しかし、このʮ雇入時の݈߁断ʯは、ৗ時用する労働者を雇い入れたࡍにおける適正置、入職後
の݈߁管理に立てるために実ࢪするものであって、採用選考時に実ࢪすることをٛͮけたものではな
く、また、応募者の採൱をܾ定するものでもありまͤΜ。
　採用選考時における݂ӷ検ࠪ等のʮ݈߁断ʯは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項
をѲするՄ能性があり、݁Ռとして、就職差ผにつながるおそれがあります。
　したがって、採用選考時におけるʮ݈߁断ʯは、その必要性を৻ॏに検討し、それが応募者の適性と
能力を判断する上で合理的かつ؍٬的に必要である場合をআいて実ࢪしないようおئいします。なお、ਅ
に必要な場合であっても、応募者に対して検ࠪ༰とその必要性についてあらかじめेな説明を行った
うえで実ࢪすることが求められます。

�イϧε性؊Ԍについて�
　イϧε性؊Ԍは、通ৗの業において労働者が感છしたり、感છ者がଞの労働者に感છさͤたりするこ
とは考えられず、またଟくの場合؊機能が正ৗであるঢ়態がଓくことから、基ຊ的に就業に当たっての
はありまͤΜ。؊Ԍイϧεの࣋ଓ感છ者等に対する差ผは、ภݟを基ૅにしたものであるといえます。
　したがって、採用選考時において、؊Ԍイϧε検 （݂ࠪӷ検ࠪ）を含Ή合理的必要性のないʮ݈߁断ʯ
を実ࢪすることは、݁Ռとして؊Ԍイϧεの࣋ଓ感છ者等に対する就職差ผにつながるおそれがあります。

�৭֮ҟৗについて�
　৭֮検ࠪにおいてҟৗと判ผされた方のେは、支োなく業を行うことがՄ能であることが明らかにな
ってきております。しかしながら、このような方が業に特ผの支োがない場合であっても、事業主が採用
を੍限する事ྫもݟ受けられることから、労働安全Ӵੜ規ଇ等の改正（ฏ成 �� 年 �� ݄）により、ʮ雇入時の
。されましたࢭ項目としての৭֮検ࠪがഇ߁断ʯの݈߁݈
　ै業һを雇い入れるࡍには、ʮ৭֮ҟৗは不Մʯなどの求人条件をつけるのではなく、৭をう仕事の༰
をৄࡉに記ड़するようにするとともに、採用選考時において、৭֮検ࠪを含Ήʮ݈߁断ʯを行うことにつ
いては、職༰との関連でその必要性を৻ॏに検討し、就職差ผにつながらないよう意してくͩさい。

ʢ̡ �ʣॅݱॴͷུਤʳ
　　ʮॅݱ所（ࣗۙ）のུਤ等の提ग़ʯを求めることは、ॅډҬのঢ়گなどをѲしたりʮᶎݩௐ
ࠪʯに利用されるݥة性があります。通ۈ経࿏のѲなどのために用いる場合は、入社後において必要に
応じてѲすれり、採用選考時にѲする合理性はありまͤΜ。
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主ٛ発ୡ段֊のॳ期において、ݩを֬ೝするためのख段としてੜまれたものͩとݴわれています。その
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　また、ࠃ੶で差ผしない公正な採用選考を行う必要から、応募者が֎ࠃ人でも、ʮށ੶（ຊ੶）ʯやʮॅ
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　なお、応募用ࢴのʮຊ੶ʯཝについては、ʮ（த卒用）職業૬ஊ票（Ե）ʯʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ応募用ࢴʯ
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などを応募用ࢴや໘などでѲしようとする事ྫがݟ受けられますが、それらの事項は、ຊ人の適性・
能力に関係のないことです。
　そもそも、྆のいるՈఉであるかとか、などのՈがどΜな仕事についているか、会社のதでどΜ
な職か、どれ΄どお金ͪ࣋かなどということなどによって、ຊ人の就職がࠨӈされてよいはずがありま
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じるなどの前ۙ的なҼशに基ͮくଟくの予断とภݟが࡞用したものということができます。
　　ʮ໘においてՈについてਘͶたのは、応募者をリラッΫεさͤるために、えやすいۙなと
してग़したͩけであり、Կかを差ผしようとするつもりはなかったʯなどという場合もあります。しかし
ͻとたͼਘͶてѲしてしまえ、それはらないうͪにภݟや予断をটき、ຊ人に対する評価・ݟ方に
フィϧターがかかります。はじめは差ผするつもりはなかったということでも、݁Ռとしては、Ѳした
ことが採൱ܾ定にӨڹを༩え、就職差ผにつながるおそれがあるのです。
　また、ՈについてਘͶるということは、ྫえՈのࢮผ・ࣦ業など、ຊ人にのないそれͧれ
のՈのさま͟まな事情に立ͪ入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情をਘͶられたくないとࢥっ
ていたなら、ຊ人をইつけたり、動༳さͤて໘時に実力を発شできなくさͤ、݁Ռとしてその人をഉ
আしてしまうことにもなりかͶまͤΜ。
　Ոに関することは、ਘͶる必要がないかりか、ຊ人ࣗの適性と能力を公ฏかつ؍٬的に評価する
ためにあえてਘͶないようにする考え方が必要です。
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れらをѲすれ、そこからຊ人やՈのੜ活ਫ準（ऩ入ਫ準・Ոฑなど）をਪଌし、さらにそれに基ͮ
いて人を評価しようとする考え方に݁ͼつくおそれがあります。
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にかかわることは、ݑ法にอোされたຊ来ࣗ由であるべき事項であり、それを採用選考にࠐͪ࣋まないよ
うにすることが必要です。
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　企業がै業һの採用に当たって、応募者のຊ੶、ੜ活ঢ়گ、Ոのঢ়گなどをௐࠪすることは、応募者
の適性・能力に関係のない事ฑをѲしてそれを採用基準とすることになり、その݁Ռ、ຊ人の就職の機
会が不当にด͟されることになります。
　ݩௐࠪにおいては、ॅډҬ等のੜ活ڥ等を実にௐべたり、ۙ所や関係者へのฉきࠐみや༷ʑな
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�

ʢެਖ਼࠾༻બߟਓൃܒݖਪਐһͷׂʣ
˒　ʮ公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һʯは、就職の機会
点に立って、֤事業所で公正な採؍等を֬อするۉ
用選考シεテムの֬立をਤるׂとともに、ϋϩーϫーΫ
や労働ہとの連携૭ޱとしてのׂを୲います。

˒　具体的には、֤事業所で行われる労働者の採用選
考が公正なものとなるよう、事業所での事的な者
。としてのׂを୲います（ৼりض）

˒　このׂをՌたしていた くͩために、ʮ公正採用選考人
が定期的ہ発ਪ進һʯには、ϋϩーϫーΫや労働ܒݖ
に開࠵するݚम会等を通じて、公正採用選考や人ݖ
等に関する正しい理ղとೝࣝをਂめていたͩいておりま
す。

ʢެਖ਼࠾༻બߟਓൃܒݖਪਐһͷબʣ
˒　公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һは、ৗ時用するै
業һがҰ定規Ҏ上の事業所において、人事୲当
者など採用選考に関する事項について૬当のݖ限を
有する方のதから選していた きͩます。

˒　ਪ進һを新たに選したり選ସえをした場合などは、
ϋϩーϫーΫにおらͤئいます（その具体的方法につ
いては֤ϋϩーϫーΫからおえします）。

ᶛɹެ ਖ਼࠾༻બߟਓൃܒݖਪਐһ੍

用࠾用ओが、同なͲの人権について正しい理ղとೝࣝのもとに、公正なޏ　
બߟを行っていただくため、一定規以上の事業所等に「公正࠾用બߟ人権ൃܒਪਐһ」
をબしていただいています。

　　ʮ公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һʯ੍は、選したͩけ・ݚम会にग़੮したͩけではなく、
֤事業所でʰ公正な採用選考ʱの実ݱのためのضৼりとなり、h 公正な採用選考ʱが実
。できてこそ意ٛがありますݱに実ࡍ

　企業によっては、採用選考の具体的な方法をܾめたり応募者と実ࡍに໘したりするのは、
企業τップΫラεやʮ公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һʯではない୲当者（支ళ・Ӧ業所などの
ग़ઌを含Ή）である場合もଟいですが、その場合、ʮ公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һʯからそ
れらの企業τップΫラεや୲当者に対してʰ公正な採用選考ʱの考え方をいかに的֬にえ
ていくかがॏ要なϙインτとなります。

7

ʢجຊతਓݖΛଚॏͨ͠ ಈʣߦۀا
˒　企業は、利५の求を目的として行動する経ࡁ主
体ですが、ಉ時に、ࠃຽ֤ݸ人とಉ༷、社会のҰһ
であるという立場から、基ຊ的人ݖをଚॏして行動
することが求められます。

˒　このような意ຯから、企業は、ಉをはじめ
とする人ݖに関৺をͪ࣋、企業֎において基
ຊ的人ݖの৵がੜじないよう、人ݖ意ࣝをߴめな
がら必要な取り組みを進めることが求められます。

ʢ̨̘ ̧ͷऔΓΈʣ
˒　企業活動の目的は利५の求にありますが、その利५
は社会に働きかけ社会からಘるものであり、企業は、社
会なくしてଘࡏできないということから、社会的ある活
動が求められます。

˒　この企業の社会的は、̨̘ （̧$PSQPSBUF�4PDJBM�
3FTQPOTJCJMJUZ）ݺれ、ۙ 年ॏ要視されてきております。

˒　̘ ̨̧ に基 くͮ企業活動は、あくまでも企業のࣗ主的な取
り組みとして行われるものですが、ʮ法令९क（ίンプラ
イアンε）・企業ྙ理ʯをはじめ、ʮ情報の開示とอޢʯʮ
ʯなどのݙߩへの慮ʯʮ安全と質ʯʮ社会Ҭڥ
にわたって、֤企業による積極的な取り組みが進Μ
できております。

˒　このようなதで、ʮ人ݖଚॏʯやʮ労働ʯもॏ要な
対となっており、企業のࣗ主行動ݪଇとしてࠃ連
が提এするάϩーόϧίンύΫτ（�� ଇ）においても、ʮ人ݪ
ଇݪ）しଚॏすること࣋を支ޢの༴ݖ �）ʯやʮ雇用と
職業に関する差ผをఫഇすること（ݪଇ �）ʯなどが͛ܝ
られております。
　また、企業を含Ή組৫の社会的に関するࡍࠃ規
格として、���� 年 ��݄に発行された̞ ̨̤ �����（社会
的に関するखҾき）においても、̓ つのத֩՝の
Ұつとしてʮ人ݖʯがҐ置ͮけられております。

、後、֤企業は、どれͩけ$43に取り組Μでいるかࠓ　˒
つまり人ݖଚॏや差ผఫഇへの取り組みなどを含Ή社会
的ある行動をどれͩけとっているかがますますわれ
るようになり、それによって企業価が評価されるようになっ
てくるものと考えられます。

�、本的人権をଚ重した行動が求められますが、ۙは特にج業は、社会の一һとしてا　
̨̘ （̧社会的ある活動）という観からも、「人権ଚ重」「差別ఫഇ」にରする取
り組Έが重要ࢹされてきています。

ᶚɹۀاʹ͓͚ΔਓݖͷऔΓΈ

࿑ಇʹ͓͚Δ
ओͳਓݖ

˔　労働関係法ྩの९क	ίϯϓϥイアϯス


˔　募集・࠾用又は࠾用ޙの労務管

理における、人種、民族、信条、

性別、社会的身分、門地、ো、

࣬ප、性的ࢦ、性同一性োな

Ͳによる差別的取扱い

˔　募集・࠾用又は࠾用ޙの労務管

理における、求職者・労働者の個

人情報保ޢ

˔　職場における差別的ݴ動、いじ

め、セクハϥ、ύϫハϥなͲ

˒　この企業の社会的は、̘ ̨̧ （$PSQPSBUF�4PDJBM�
3FTQPOTJCJMJUZ）とݺれ、ۙ 年ॏ要視されてきております。

࿑ಇʹ͓͚Δ
ओͳਓݖ
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˔　職場における差別的ݴ動、いじめ、
セクハϥ、ύϫハϥなͲ
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ʢԠืऀͷݸਓใͷదਖ਼ཧʣ
˒　また、応募者から提ग़された応募ॻྨや໘記な
ど、応募者のݸ人情報については、採用選考のྲྀれ全
体を通して適切に管理されなけれなりまͤΜ（ˠ1��
ୈࢦ �の �ʮݸ人情報の適切な管理ʯࢀর）。
　ສがҰ、ݸ人情報が不正な目的で用されたり、࿙
Ӯされたり、ୈ三者が入खしたりすれ、企業の社会
的な৴པをࣦいかͶまͤΜ。応募ॻྨ等を扱う୲当者
のൣғ、อ管方法、ฦغഁ・٫などの方法を具体的に
定め、୲当者にపఈしましΐう。

ྫࣄ ؔ࿈ۀاΛؚΊ ʮͨެਖ਼࠾༻બߟਪਐҕһձʯʹ ΑΔऔΓΈ
�༰ �
　この企業では、h 公正な採用選考ʱの実ݱのため、࣍のような組৫的・体ܥ的な取り組みを行ってい
ます。
①公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һを、ຊ社ͩけでなく全支社で選するとともに、採用を行っている関
連企業でもਪ進һを選する。

②それらのਪ進һによってʮ公正採用選考ਪ進ҕһ会ʯを設置。
③そのҕһ会ではຖ年開࠵され࣍のようなをՌたしています。
　・募集ࠂから採用定にࢸるまでの֤プϩηε͝との体੍を֬ೝし、それͧれのखଓきや用
いるॻྨがh 公正な採用選考ʱの؍点からがないかどうか点検

　・໘Ϛχϡアϧの࡞成
　・採用選考のऴྃ後がなかったかどうかのࣗݾ点検

ྫࣄ ΤϯτϦʔγʔτʹ͓͚Δब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕͷ͋Δ߲ͷઃఆ
�ํ͑ߟ �
　この企業では、新規େ卒予定者の採用のため、インターωッτ上の企業ホームページதにʮΤ
ンτリーシーτʯը໘を設定し、応募者にそのը໘に必要事項を入力さͤることによって応募を
受けけていましたが、その入力項目として、ʮຊ੶ʯʮՈの職業ʯʮଚܟする人ʯʮ৴条ʯな
どの、就職差ผにつながるおそれのある項目を設定していました。
　雇用主にこのような項目を設定した事情を֬ೝすると、企業の人事୲当者が、ʮΤンτリー
シーτʯによる応募者受けの仕組みの設ܭを企業ホームページ୲当者にґཔしたものの、企業
ホームページ୲当者が、h 公正な採用選考ʱに関するेな理ղのないままにݟӫえॏ視で入力
項目のϨイアτ設ܭをし、さらにそれを人事୲当者がेに点検しないままに利用していたこ
とが判明しました。
　　h公正な採用選考ʱの考え方は、採用໘୲当者ͩけが理ղしておけよいものではありま
ͤΜ。企業τップのリーμーシップのもとに、応募者に対する求人ࠂの୲当、応募の受けの
୲当、໘୲当などのの人事୲当のみならず、Τンτリーシーτのը໘設ܭ୲当など関係෦
ॺ（֎している場合はその֎ઌ企業）においてもे理ղし適切な対応ができるよう、社
֎の・点検・連བྷの体੍を整備しておく必要があります。

�

ʢh ެਖ਼ͳ࠾༻બߟʱΛ࣮͢ߦΔࣾମ੍ʣ
˒　企業は、社長さΜ らࣗҰ人で採用選考を行うようなྵ
会社をもࢠ・にଟくの支ళ・Ӧ業所ࠃ企業から、全ࡉ
つେ企業まで༷ʑですが、いずれの場合であっても、採
用選考の୲当者の全һがʰ公正な採用選考ʱの考え方
を理ղしそれを実行する社体੍（h 公正採用選考シε
テム ）ɦを整えることが必要です。

˒　もし採用選考の୲当者のうͪ のҰ人でもh 公正な採用
選考ʱの考え方を理ղͤず、就職差ผにつながるような
不適切な対応を行ったなら、企業全体がをわれ、
社会的な৴པをࣦいかͶまͤ Μ。

˒　そのため、採用選考のྲྀれ全体にわたってʰ公正な
採用選考ʱが実ݱできるよう、࣍の点に留意しつつ、֤
企業の実情に応じた社体੍を整備しましΐう。

①　　h公正な採用選考ʱを実ݱするための社の
体੍について、採用選考のどの෦を୭が୲してい
るか明֬Խすること
②　社のϚχϡアϧやΨイυラインなどにより企業として
の考え方や方法を౷Ұし、それを採用選考に係わる全
୲当者に対してपపఈをすること
③　採用選考の方法や基準などにがないかどうかৗ
に点検し、があれਝ速にम正できるしくみをつく
ること

ʢh ެਖ਼ͳ࠾༻બߟʱͯ͢ͷԠืऀʹద༻ʣ
˒　　h公正な採用選考ʱの考え方やしくみは、新規学卒
者や正社һかりに適用されるわけではありまͤ Μ。த్
採用者、アϧόイτ・ύーτなどのඇ正規雇用労働者を含
Ήすべての応募者に適用されるものですので、それͧれ
の採用୲当෦ॺがҟなる場合であってもそのすべてにప
ఈすることが必要です。

、の୲当者のうͪの一人でも、ब職差別につながるような不適切なର応を行えばߟ用બ࠾　˔
えߟʱのߟ用બ࠾業全体の社会的な信པを失いかͶまͤんので、୲当者全һがʰ公正なا
ํを理ղしそれを実行するような社内体੍（h 公正࠾用બߟγスςϜ ）ɦをえましΐう。

˔　h 公正な࠾用બߟʱのための社内体੍は、の所在の明確Խ、ϚニϡアϧΨイυϥイ
ϯなͲによる全୲当者へのप知పఈ、࠾用બߟのํ法ج४なͲに関するݕम正のし
くΈ、なͲにྀしてඋしましΐう

ᶜʵ�ɹ࠾༻બߟͷͨΊͷࣾମ੍
ᶜɹ࠾༻બߟͷ۩ମతͳํ๏

˒　もし、採用選考の୲当者のうͪ のҰ人でもh 公正な
採用選考ʱの考え方を理ղͤず、就職差ผにつながる
ような不適切な対応を行ったなら、企業全体がを
われ、社会的な৴པをࣦいかͶまͤ Μ。

、の୲当者のうͪの一人でも、ब職差別につながるような不適切なର応を行えばߟ用બ࠾　˔
えߟʱのߟ用બ࠾業全体の社会的な信པを失いかͶまͤんので、୲当者全һがʰ公正なا
ํを理ղし、それを実行するような社内体੍（h 公正࠾用બߟγスςϜ ）ɦをえましΐう。
˔　h 公正な࠾用બߟʱのための社内体੍は、の所在の明確Խ、ϚニϡアϧΨイυϥイ
ϯなͲによる全୲当者へのप知పఈ、࠾用બߟのํ法ج४なͲに関するݕम正のし
くΈなͲにྀしてඋしましΐう。
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ʢԠืऀͷݸਓใͷదਖ਼ཧʣ
˒　また、応募者から提ग़された応募ॻྨや໘記な
ど、応募者のݸ人情報については、採用選考のྲྀれ全
体を通して適切に管理されなけれなりまͤΜ（ˠ1��
ୈࢦ �の �ʮݸ人情報の適切な管理ʯࢀর）。
　ສがҰ、ݸ人情報が不正な目的で用されたり、࿙
Ӯされたり、ୈ三者が入खしたりすれ、企業の社会
的な৴པをࣦいかͶまͤΜ。応募ॻྨ等を扱う୲当者
のൣғ、อ管方法、ฦغഁ・٫などの方法を具体的に
定め、୲当者にపఈしましΐう。

ྫࣄ ؔ࿈ۀاΛؚΊ ʮͨެਖ਼࠾༻બߟਪਐҕһձʯʹ ΑΔऔΓΈ
�༰ �
　この企業では、h 公正な採用選考ʱの実ݱのため、࣍のような組৫的・体ܥ的な取り組みを行ってい
ます。
①公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һを、ຊ社ͩけでなく全支社で選するとともに、採用を行っている関
連企業でもਪ進һを選する。
②それらのਪ進һによってʮ公正採用選考ਪ進ҕһ会ʯを設置。
③そのҕһ会ではຖ年開࠵され࣍のようなをՌたしています。
　・募集ࠂから採用定にࢸるまでの֤プϩηε͝との体੍を֬ೝし、それͧれのखଓきや用
いるॻྨがh 公正な採用選考ʱの؍点からがないかどうか点検

　・໘Ϛχϡアϧの࡞成
　・採用選考のऴྃ後がなかったかどうかのࣗݾ点検

ྫࣄ ΤϯτϦʔγʔτʹ͓͚Δब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕͷ͋Δ߲ͷઃఆ
�ํ͑ߟ �
　この企業では、新規େ卒予定者の採用のため、インターωッτ上の企業ホームページதにʮΤ
ンτリーシーτʯը໘を設定し、応募者にそのը໘に必要事項を入力さͤることによって応募を
受けけていましたが、その入力項目として、ʮຊ੶ʯʮՈの職業ʯʮଚܟする人ʯʮ৴条ʯな
どの、就職差ผにつながるおそれのある項目を設定していました。
　雇用主にこのような項目を設定した事情を֬ೝすると、企業の人事୲当者が、ʮΤンτリー
シーτʯによる応募者受けの仕組みの設ܭを企業ホームページ୲当者にґཔしたものの、企業
ホームページ୲当者が、h 公正な採用選考ʱに関するेな理ղのないままにݟӫえॏ視で入力
項目のϨイアτ設ܭをし、さらにそれを人事୲当者がेに点検しないままに利用していたこ
とが判明しました。
　　h公正な採用選考ʱの考え方は、採用໘୲当者ͩけが理ղしておけよいものではありま
ͤΜ。企業τップのリーμーシップのもとに、応募者に対する求人ࠂの୲当、応募の受けの
୲当、໘୲当などのの人事୲当のみならず、Τンτリーシーτのը໘設ܭ୲当など関係෦
ॺ（֎している場合はその֎ઌ企業）においてもे理ղし適切な対応ができるよう、社
֎の・点検・連བྷの体੍を整備しておく必要があります。

�

ʢh ެਖ਼ͳ࠾༻બߟʱΛ࣮͢ߦΔࣾମ੍ʣ
˒　企業は、社長さΜ らࣗҰ人で採用選考を行うようなྵ
会社をもࢠ・にଟくの支ళ・Ӧ業所ࠃ企業から、全ࡉ
つେ企業まで༷ʑですが、いずれの場合であっても、採
用選考の୲当者の全һがʰ公正な採用選考ʱの考え方
を理ղしそれを実行する社体੍（h 公正採用選考シε
テム ）ɦを整えることが必要です。

˒　もし採用選考の୲当者のうͪ のҰ人でもh 公正な採用
選考ʱの考え方を理ղͤず、就職差ผにつながるような
不適切な対応を行ったなら、企業全体がをわれ、
社会的な৴པをࣦいかͶまͤ Μ。

˒　そのため、採用選考のྲྀれ全体にわたってʰ公正な
採用選考ʱが実ݱできるよう、࣍の点に留意しつつ、֤
企業の実情に応じた社体੍を整備しましΐう。

①　　h公正な採用選考ʱを実ݱするための社の
体੍について、採用選考のどの෦を୭が୲してい
るか明֬Խすること
②　社のϚχϡアϧやΨイυラインなどにより企業として
の考え方や方法を౷Ұし、それを採用選考に係わる全
୲当者に対してपపఈをすること
③　採用選考の方法や基準などにがないかどうかৗ
に点検し、があれਝ速にम正できるしくみをつく
ること

ʢh ެਖ਼ͳ࠾༻બߟʱͯ͢ͷԠืऀʹద༻ʣ
˒　　h公正な採用選考ʱの考え方やしくみは、新規学卒
者や正社һかりに適用されるわけではありまͤ Μ。த్
採用者、アϧόイτ・ύーτなどのඇ正規雇用労働者を含
Ήすべての応募者に適用されるものですので、それͧれ
の採用୲当෦ॺがҟなる場合であってもそのすべてにప
ఈすることが必要です。

、の୲当者のうͪの一人でも、ब職差別につながるような不適切なର応を行えばߟ用બ࠾　˔
えߟʱのߟ用બ࠾業全体の社会的な信པを失いかͶまͤんので、୲当者全һがʰ公正なا
ํを理ղしそれを実行するような社内体੍（h 公正࠾用બߟγスςϜ ）ɦをえましΐう。

˔　h 公正な࠾用બߟʱのための社内体੍は、の所在の明確Խ、ϚニϡアϧΨイυϥイ
ϯなͲによる全୲当者へのप知పఈ、࠾用બߟのํ法ج४なͲに関するݕम正のし
くΈ、なͲにྀしてඋしましΐう

ᶜʵ�ɹ࠾༻બߟͷͨΊͷࣾମ੍
ᶜɹ࠾༻બߟͷ۩ମతͳํ๏
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①公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һを、ຊ社ͩけでなく全支社で選するとともに、採用を行っている関
連企業でもਪ進һを選する。
②それらのਪ進һによってʮ公正採用選考ਪ進ҕһ会ʯを設置。
③そのҕһ会ではຖ年開࠵され、࣍のようなをՌたしています。

　この企業では、新規େ卒予定者の採用のため、インターωッτ上の企業ホームページதにʮΤ
ンτリーシーτʯը໘を設定し、応募者にそのը໘に必要事項を入力さͤることによって応募を
受けていましたが、その入力項目として、ʮຊ੶ʯʮՈの職業ʯʮଚܟする人ʯʮ৴条ʯなどの、
就職差ผにつながるおそれのある項目を設定していました。
　雇用主にこのような項目を設定した事情を֬ೝすると、企業の人事୲当者が、ʮΤンτリー
シーτʯによる応募者受けのしくみの設ܭを企業ホームページ୲当者にґཔしたものの、企業
ホームページ୲当者が、h 公正な採用選考ʱに関するेな理ղのないままにݟӫえॏ視で入力
項目のϨイアτ設ܭをし、さらにそれを人事୲当者がेに点検しないままに利用していた
ことが判明しました。
　h 公正な採用選考ʱの考え方は、採用໘୲当者ͩけが理ղしておけよいものではありま
ͤΜ。企業τップのリーμーシップのもとに、応募者に対する求人ࠂの୲当、応募の受けの
୲当、໘୲当などのの人事୲当のみならず、Τンτリーシーτのը໘設ܭ୲当など関係෦
ॺ（֎している場合はその֎ઌ企業）においても、े理ղし適切な対応ができるよう、
社֎の・点検・連བྷの体੍を整備しておく必要があります。
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˒　ྫえ、ʮݩௐࠪʯʮށ੶౽（ঞ）ຊやॅݱ所
のུਤ等の提ग़ʯや、ʮ合理的・؍٬的に必要の
ない採用選考時の݈߁断の実߁݈）ࢪ断ॻ
の提ग़）ʯは、ຊ人のもつ適性・能力Ҏ֎の要ૉ
をѲすることになり、就職差ผにつながるおそ
れがあります。

˒　このため、応募者の適性・能力のみを評価する
選考方法をとるようにしましΐう。

ᶆԠืऀΛ؍٬తʹධՁ͢Δެฏͳબํߟ๏
˒　応募者の適性・能力が的֬に評価されず、ຊ来
採用されるべき適性・能力がߴい応募者が不採用
となってしまえ、応募者にとって不公ฏである
かりか、採用企業にとっても社業の発లに立つ
༏लな社һの採用機会をࣦったという意ຯでଛࣦ
となります。

˒　このため、選考方法は応募者の適性・能力を
的に評価する公ฏなものである必要があり؍٬
ます。

˒　応募者の適性・能力を؍٬的に評価するための
方法として、ෳの選考方法を組み合わͤたり、
໘において、あらかじめܾめた評価基準に基ͮ
いてෳの୲当者で評価するなどの方法をし
ましΐう。

ྫࣄ Ԡืऀશһʹ݂ӷࠪݕΛ࣮ࢪ
�ํ͑ߟ �
　この事業所では、新規ߴ等学校卒業予定者の採用選
考時に応募者全һに݂ӷ検ࠪを実ࢪしていました。理由
をฉいてみると、ߴ所の࡞業がଟくශ݂の人ではݥةなの
で必要ͩと判断したとճしています。
　しかしながら、ߴ所の࡞業はٕज़職の人に限られ、事
職の人は行わないことが判明しました。
　このέーεでは少なくとも事職の応募者には݂ӷ検
ࠪを実ࢪする必要性はೝめられず、ٕज़職の応募者に対
しても、適性・能力を判断する上で合理的かつ؍٬的に
その必要性がೝめられるൣғのものかどうかはٙで
す。採用ࢼ験を実ࢪする時は、採用予定の職छ͝とに、
どのఔの能力や体条件等が必要なのかをよく考える
必要があります。

ݩௐࠪʹ͍ͭͯ

　身ݩௐࠪにおいては、ॅډ地Ҭ
等の生活ڥ等を実地にௐた
り、ۙ所関係者への聞きࠐΈ
༷ʑな書類・σーλを収集するこ
となͲによって、本人その家族
に関する情報をく集めることにな
りますが、その中で、Ծに意ਤし
なくても、本人の本籍・生活ڥ
家族の状況・資産なͲの本人に
のないこと、思想信条にか
かわることなͲ、本人の適性・
ྗとは関係のない、差別の原因と
なるおそれのある事項がѲされ
ることとなります。
　また身ݩௐࠪによって収集され
る情報の中には、ແな෩評・
予அ・ภݟが入りࠐんだ情報が含
まれることがあり、それが࠾用をࠨ
ӈするおそれがあります。
　このようなことから、݁Ռとして
身ݩௐࠪはब職差別につながるお
それがあります。
ௐࠪによݩに、これまでも身ݱ　
る差別事がൃ生しております。
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ʢ̍ʣج༺࠾४ʢબجߟ४ʣ
ᶃ͋Β͔͡Ίج༺࠾४Λ໌֬Խ͓ͯ͘͠
˒　採用基準（選考基準）は採用選考を実ࢪするた
めのʮものさしʯですが、その༰は、໘など
の選考खଓを実ࢪしてから検討するのではなく、
あらかじめ明֬Խしておきましΐう。

ᶄదੑɾྗͷΈΛج༺࠾४ͱ͢Δ
˒　採用基準は、採用予定の職छの職を行す
るためにどΜな適性・能力が必要とされるか、そ
のために採用時点でどのఔの適性・能力（ٕ能・
経験・資格・将来的なՄ能性など）が必要とされ
るか、という؍点で検討しましΐう。

ᶅಉؔऀɺোऀͳͲಛఆͷਓΛഉআ͠ͳ͍
˒　特定の人をഉআしてしまうというのは、そこに予
断とภݟがେきく࡞用しているからであり、ݑ法に
規定されるʮ職業選択のࣗ由ʯやʮ法のԼのฏ等ʯ
のਫ਼ਆに反することになります。

ʢ̎ʣબํߟ๏
ᶃٻਓ݅ʹ߹க͢Δશͯͷਓ͕ԠืͰ͖ΔΑ͏ʹ
˒　 く͝限られた人にしかށが開かれていないよう
であれ、ʮ就職の機会ۉ等ʯを実ݱすることはで
きまͤΜので、求人条件に合கする全ての人が応
募できるようにすることがେ切です

ᶄج༺࠾४ʹద߹ͨ͠બํߟ๏
˒　選考方法には、学力ࢼ験、࡞จ、適性検ࠪ、໘
などいΖいΖありますが、応募者が採用基準にど
れͩけ適合しているかを的֬に評価できる選考方法
はԿかをよく検討し、それをとるようにしましΐう。

ᶅదੑɾྗͷΈΛධՁ͢Δબํߟ๏
˒　�採用基準 �が、ຊ人の適性・能力のみを基準
とした適切なものであったとしても、�選考方法�
が適性・能力Ҏ֎の要ૉをѲするものであれ、
Ѳされた༰はどうしても採൱ܾ定にӨڹを༩
えることとなり、また、それらの事項をਘͶられた
くない応募者に৺理的ଧܸを༩えることになって、
݁Ռとして就職差ผにつながるおそれがあります。

˔　労働者の募集を行うに当たっては、あらかじめ、適性・ྗのΈによる「࠾用ج४」
を明確Խしておきましΐう。

˔　その上で、適性・ྗのΈを٬観的に評価する「બํߟ法」をとりましΐう。

ᶜʵ �ɹج༺࠾४ɾબํߟ๏

ᶅಉؔऀɺোऀɺපͷ͋Δํɺ-(#5ͷ
ੑతϚΠϊϦςΟͷํͳͲಛఆͷਓΛഉআ͠ͳ͍
˒　特定の人をഉআしてしまうというのは、そこに予
断とภݟがେきく࡞用しているからであり、ݑ法に
規定されるʮ職業選択のࣗ由ʯやʮ法のԼのฏ等ʯ
のਫ਼ਆに反することになります。
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˒　ྫえ、ʮݩௐࠪʯʮށ੶౽（ঞ）ຊやॅݱ所
のུਤ等の提ग़ʯや、ʮ合理的・؍٬的に必要の
ない採用選考時の݈߁断の実߁݈）ࢪ断ॻ
の提ग़）ʯは、ຊ人のもつ適性・能力Ҏ֎の要ૉ
をѲすることになり、就職差ผにつながるおそ
れがあります。

˒　このため、応募者の適性・能力のみを評価する
選考方法をとるようにしましΐう。

ᶆԠืऀΛ؍٬తʹධՁ͢Δެฏͳબํߟ๏
˒　応募者の適性・能力が的֬に評価されず、ຊ来
採用されるべき適性・能力がߴい応募者が不採用
となってしまえ、応募者にとって不公ฏである
かりか、採用企業にとっても社業の発లに立つ
༏लな社һの採用機会をࣦったという意ຯでଛࣦ
となります。

˒　このため、選考方法は応募者の適性・能力を
的に評価する公ฏなものである必要があり؍٬
ます。

˒　応募者の適性・能力を؍٬的に評価するための
方法として、ෳの選考方法を組み合わͤたり、
໘において、あらかじめܾめた評価基準に基ͮ
いてෳの୲当者で評価するなどの方法をし
ましΐう。

ྫࣄ Ԡืऀશһʹ݂ӷࠪݕΛ࣮ࢪ
�ํ͑ߟ �
　この事業所では、新規ߴ等学校卒業予定者の採用選
考時に応募者全һに݂ӷ検ࠪを実ࢪしていました。理由
をฉいてみると、ߴ所の࡞業がଟくශ݂の人ではݥةなの
で必要ͩと判断したとճしています。
　しかしながら、ߴ所の࡞業はٕज़職の人に限られ、事
職の人は行わないことが判明しました。
　このέーεでは少なくとも事職の応募者には݂ӷ検
ࠪを実ࢪする必要性はೝめられず、ٕज़職の応募者に対
しても、適性・能力を判断する上で合理的かつ؍٬的に
その必要性がೝめられるൣғのものかどうかはٙで
す。採用ࢼ験を実ࢪする時は、採用予定の職छ͝とに、
どのఔの能力や体条件等が必要なのかをよく考える
必要があります。

ݩௐࠪʹ͍ͭͯ

　身ݩௐࠪにおいては、ॅډ地Ҭ
等の生活ڥ等を実地にௐた
り、ۙ所関係者への聞きࠐΈ
༷ʑな書類・σーλを収集するこ
となͲによって、本人その家族
に関する情報をく集めることにな
りますが、その中で、Ծに意ਤし
なくても、本人の本籍・生活ڥ
家族の状況・資産なͲの本人に
のないこと、思想信条にか
かわることなͲ、本人の適性・
ྗとは関係のない、差別の原因と
なるおそれのある事項がѲされ
ることとなります。
　また身ݩௐࠪによって収集され
る情報の中には、ແな෩評・
予அ・ภݟが入りࠐんだ情報が含
まれることがあり、それが࠾用をࠨ
ӈするおそれがあります。
　このようなことから、݁Ռとして
身ݩௐࠪはब職差別につながるお
それがあります。
ௐࠪによݩに、これまでも身ݱ　
る差別事がൃ生しております。
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めのʮものさしʯですが、その༰は、໘など
の選考खଓを実ࢪしてから検討するのではなく、
あらかじめ明֬Խしておきましΐう。
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˒　採用基準は、採用予定の職छの職を行す
るためにどΜな適性・能力が必要とされるか、そ
のために採用時点でどのఔの適性・能力（ٕ能・
経験・資格・将来的なՄ能性など）が必要とされ
るか、という؍点で検討しましΐう。

ᶅಉؔऀɺোऀͳͲಛఆͷਓΛഉআ͠ͳ͍
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˒　 く͝限られた人にしかށが開かれていないよう
であれ、ʮ就職の機会ۉ等ʯを実ݱすることはで
きまͤΜので、求人条件に合கする全ての人が応
募できるようにすることがେ切です

ᶄج༺࠾४ʹద߹ͨ͠બํߟ๏
˒　選考方法には、学力ࢼ験、࡞จ、適性検ࠪ、໘
などいΖいΖありますが、応募者が採用基準にど
れͩけ適合しているかを的֬に評価できる選考方法
はԿかをよく検討し、それをとるようにしましΐう。

ᶅదੑɾྗͷΈΛධՁ͢Δબํߟ๏
˒　�採用基準 �が、ຊ人の適性・能力のみを基準
とした適切なものであったとしても、�選考方法�
が適性・能力Ҏ֎の要ૉをѲするものであれ、
Ѳされた༰はどうしても採൱ܾ定にӨڹを༩
えることとなり、また、それらの事項をਘͶられた
くない応募者に৺理的ଧܸを༩えることになって、
݁Ռとして就職差ผにつながるおそれがあります。

˔　労働者の募集を行うに当たっては、あらかじめ、適性・ྗのΈによる「࠾用ج४」
を明確Խしておきましΐう。

˔　その上で、適性・ྗのΈを٬観的に評価する「બํߟ法」をとりましΐう。
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の提ग़）ʯは、ຊ人のもつ適性・能力Ҏ֎の要ૉ
をѲすることになり、就職差ผにつながるおそ
れがあります。

˒　このため、応募者の適性・能力のみを評価する
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˒　応募者の適性・能力が的֬に評価されず、ຊ来
採用されるべき適性・能力がߴい応募者が不採用
となってしまえ、応募者にとって不公ฏである
かりか、採用企業にとっても社業の発లに立つ
༏लな社һの採用機会をࣦったという意ຯでଛࣦ
となります。

˒　このため、選考方法は応募者の適性・能力を
的に評価する公ฏなものである必要があり؍٬
ます。

˒　応募者の適性・能力を؍٬的に評価するための
方法として、ෳの選考方法を組み合わͤたり、
໘において、あらかじめܾめた評価基準に基ͮ
いてෳの୲当者で評価するなどの方法をし
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で必要ͩと判断したとճしています。
　しかしながら、ߴ所の࡞業はٕज़職の人に限られ、事
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その必要性がೝめられるൣғのものかどうかはٙで
す。採用ࢼ験を実ࢪする時は、採用予定の職छ͝とに、
どのఔの能力や体条件等が必要なのかをよく考える
必要があります。

ݩௐࠪʹ͍ͭͯ

　身ݩௐࠪにおいては、ॅډ地Ҭ
等の生活ڥ等を実地にௐた
り、ۙ所関係者への聞きࠐΈ
༷ʑな書類・σーλを収集するこ
となͲによって、本人その家族
に関する情報をく集めることにな
りますが、その中で、Ծに意ਤし
なくても、本人の本籍・生活ڥ
家族の状況・資産なͲの本人に
のないこと、思想信条にか
かわることなͲ、本人の適性・
ྗとは関係のない、差別の原因と
なるおそれのある事項がѲされ
ることとなります。
　また身ݩௐࠪによって収集され
る情報の中には、ແな෩評・
予அ・ภݟが入りࠐんだ情報が含
まれることがあり、それが࠾用をࠨ
ӈするおそれがあります。
　このようなことから、݁Ռとして
身ݩௐࠪはब職差別につながるお
それがあります。
ௐࠪによݩに、これまでも身ݱ　
る差別事がൃ生しております。
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ʢ̎ʣબํߟ๏
ᶃٻਓ݅ʹ߹க͢Δશͯͷਓ͕ԠืͰ͖ΔΑ͏ʹ
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ᶄج༺࠾४ʹద߹ͨ͠બํߟ๏
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ᶅదੑɾྗͷΈΛධՁ͢Δબํߟ๏
˒　�採用基準 �が、ຊ人の適性・能力のみを基準
とした適切なものであったとしても、�選考方法�
が適性・能力Ҏ֎の要ૉをѲするものであれ、
Ѳされた༰はどうしても採൱ܾ定にӨڹを༩
えることとなり、また、それらの事項をਘͶられた
くない応募者に৺理的ଧܸを༩えることになって、
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˔　労働者の募集を行うに当たっては、あらかじめ、適性・ྗのΈによる「࠾用ج४」
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˔　その上で、適性・ྗのΈを٬観的に評価する「બํߟ法」をとりましΐう。

ᶜʵ �ɹج༺࠾४ɾબํߟ๏

ݩௐࠪʹ͍ͭͯ

　身ݩௐࠪにおいては、ॅډ地Ҭ
等の生活ڥ等を実地にௐた
り、ۙ所関係者への聞きࠐΈ
༷ʑな書類・σーλを収集するこ
となͲによって、本人その家族
に関する情報をく集めることにな
りますが、その中で、Ծに意ਤし
なくても、本人の本籍・生活ڥ
家族の状況・資産なͲの本人に
のないこと、思想信条にか
かわることなͲ、本人の適性・
ྗとは関係のない、差別の原因と
なるおそれのある事項がѲされ
ることとなります。
　また、身ݩௐࠪによって収集さ
れる情報の中には、ແな෩評・
予அ・ภݟが入りࠐんだ情報が含
まれることがあり、それが࠾用を
。ӈするおそれがありますࠨ
　このようなことから、݁Ռとして
身ݩௐࠪはब職差別につながるお
それがあります。
ௐࠪによݩに、これまでも身ݱ　
る差別事がൃ生しております。
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ྫࣄ ఆݶΑΔԠืऀͷʹؒ࣌ۈɾ௨ॅډ
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　"事業所では、ʮ˓˓ࢢॅډ者に限るʯという形で、ॅډʹΑͬͯԠืऀΛݶఆする求人を行っ
ていました。
　事業主の説明によれ、求人条件の༰がҬの૬場よりߴも く応募者がࡴ౸することが予された
ため、応募条件上、ॅډҬで限定をかけたということでした。
　しかしながら、ॅډҬで限定をかけるということは、当֘ҬҎ֎のҬにډ しॅている人をഉআし
その応募機会を੍限しているということであり、ྫえ࣏ࣗ体がॅݩຽの雇用を条件としたิॿ金等を
けて企業༠கをし、その企業が当֘ิॿ金等受څ期間தに募集を行った場合など、その合理性がೝ
められる特घなྫ֎もあるかとࢥわれますが（その場合であっても、ॅݩຽが༏ઌされるとしてもݩҎ
֎の者をഉআしないようにすることが求められると考えられます）、そのような合理的な理由のない限り、ډ
ॅҬによる差ผのおそれがあります。

　また、#事業所では、ʮ通ۈ時間˓Ҏの者に限るʯという形で、௨ؒ࣌ۈʹΑͬͯԠืऀΛݶ
ఆする求人を行っていました。
　事業主は、ै業һに支څできる通ۈख当に限があることやै業һの通ۈのෛ୲を考えてのことͩ とい
う理由をあ͛ていました。
��　しかしながら、通ۈख当の上限ֹをえた通ۈඅ用をࣗ にどれۈするかどうかや、通ۈෛ୲して通ݾ
ͩけ時間をかけるかは、労働者ࣗが判断すべきことであり、それらを応募者限定の理由にすることは不
合理であると考えられます。
　通ۈ時間で限定をかけるということは、ྫえ、ٸۓ時に職場にਝ速にग़社しなけれならないなどの
職上の必要性から合理性がೝめられる特घなྫ֎もあるかとࢥわれますが（その場合であってもその限
定がどこまでີݫな必要性であるのか、力的に取り扱えないかなどについてはよく検討する必要がありま
す）、そのような合理的な理由のない限り、当֘通ۈ時間をえるҬにډ しॅている人をഉআしその応
募機会を੍限していることになり、ॅډҬによる差ผのおそれがあります。

　いずれにしても、応募のށはく開くべきであり、応募条件上で限定を設ける場合であっても、あくまで
も適性と能力に関する合理的な基準によって限定をかけることが求められます。
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˒　h公正な採用選考ʱを行う基ຊは、ʮ①応募者に
くށを開くことʯと、ʮ②ຊ人のもつ適性・能力
Ҏ֎のことを採用基準にしないことʯにありますが、
そのうͪʮ①応募者にくށを開くことʯについ
ては、特に求人の提示について意を払う必要があ
ります。

˒　企業が労働者を採用しようとする場合、通ৗ、Լ
記の事項をʮ求人 	 情報 
ʯとして整理して、これを
ϋϩーϫーΫにਃしࠐΜで職業հを求めたり、求
人情報ࢽなどの༷ʑなഔ体を利用して求職者に示す
ことによって募集を行います。
①事業所の情報
　（事業所໊・所ࡏ・事業༰等）
②労働条件
　（仕事の༰や労働時間・賃金など、企業ଆの
条件）

③応募条件
　（資格・学ྺなど、企業が労働者に求める条件）
④採用選考方法に関する情報
　（応募方法・໘等）

˒　このうͪ、企業が労働者に求めるʮ③応募条件ʯ
については、あらかじめ検討されたʮ採用基準ʯに
基ͮいて示すことになりますが、求人職छの職を
行するために必要な適性・能力Ҏ֎の要ૉをその
༰としないようにし、不合理な理由で੍限をかけ
ないようにする必要があります。

業が求職者に提示する「求人」の中で、職務を行するために必要な適性・ྗا　˔
以外の要ૉを「労働者に求める応募条݅」としないようにする必要があります。

ᶜʵ�ɹٻਓͷఏࣔ

ΊΒΕΔ͜ͱٻʹਓ݅ٻ

˔　求人༰のうͪのʮ②労働条件ʯについては、労働基準法をはじめとする֤छ法令を९
कしたものである必要があるとともに、職業安定法ୈ �条の �により明示するٛが՝ͤ
られています。実ࡍの労働条件との૬違のない༰を明示する必要があります。
˔　また求人༰のうͪのʮ③応募条件ʯについても、求職者に対してޡղを༩えないよう
に表示することが求められます。

˔　求人༰のうͪのʮ②労働条件ʯについては、労働基準法をはじめとする֤छ法令を९
कしたものである必要があるとともに、職業安定法ୈ �条の �により明示するٛが՝ͤ
られています。実ࡍの労働条件との૬違のない༰を明示する必要があります。
˔　また、求人༰のうͪのʮ③応募条件ʯについても、求職者に対してޡղを༩えないよ
うに表示することが求められます。
※　応募者の基ຊ的人ݖをଚॏし、適性・能力のみを基準として採用選考を行うʮ公正採
用選考ʯの考え方と、法等でࢭې・慮されている事項に意しながら、特定の人が
Ұにഉআされていないか採用基準をもうҰݟしましΐう。

ΊΒΕΔ͜ͱٻʹਓ݅ٻ

˒　h 公正な採用選考ʱを行う基ຊは、ʮ①応募者に
くށを開くことʯと、ʮ②ຊ人のもつ適性・能力
Ҏ֎のことを採用基準にしないことʯにありますが、
そのうͪʮ①応募者にくށを開くことʯについ
ては、特に求人の提示について意を払う必要があ
ります。
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ͩけ時間をかけるかは、労働者ࣗが判断すべきことであり、それらを応募者限定の理由にすることは不
合理であると考えられます。
　通ۈ時間で限定をかけるということは、ྫえ、ٸۓ時に職場にਝ速にग़社しなけれならないなどの
職上の必要性から合理性がೝめられる特घなྫ֎もあるかとࢥわれますが（その場合であってもその限
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については、あらかじめ検討されたʮ採用基準ʯに
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ΊΒΕΔ͜ͱٻʹਓ݅ٻ

˔　求人༰のうͪのʮ②労働条件ʯについては、労働基準法をはじめとする֤छ法令を९
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˔　また求人༰のうͪのʮ③応募条件ʯについても、求職者に対してޡղを༩えないよう
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　"事業所では、ʮ˓˓ࢢॅډ者に限るʯという形で、ॅډʹΑͬ ͯԠืऀΛݶఆする求人を行っ
ていました。
　事業主の説明によれ、求人条件の༰がҬの૬場よりߴも く応募者がࡴ౸することが予された
ため、応募条件上、ॅډҬで限定をかけたということでした。
　しかしながら、ॅډҬで限定をかけるということは、当֘ҬҎ֎のҬにډ しॅている人をഉআ
し、その応募機会を੍限しているということであり、ྫえ࣏ࣗ体がॅݩຽの雇用を条件としたิॿ金
等をけて企業༠கをし、その企業が当֘ิॿ金等受څ期間தに募集を行った場合など、その合理性
がೝめられる特घなྫ֎もあるかとࢥわれますが 	その場合であっても、ॅݩຽが༏ઌされるとしても
Ҏ֎の者をഉআしないようにすることが求められると考えられますݩ 
、そのような合理的な理由のない限り、
。Ҭによる差ผのおそれがありますॅډ

　しかしながら、通ۈख当の上限ֹをえた通ۈඅ用をࣗ にどれۈするかどうかや、通ۈෛ୲して通ݾ
ͩけ時間をかけるかは、労働者ࣗが判断すべきことであり、それらを応募者限定の理由にすることは不
合理であると考えられます。
　通ۈ時間で限定をかけるということは、ྫえ、ٸۓ時に職場にਝ速にग़社しなけれならないなど
の職上の必要性から合理性がೝめられる特घなྫ֎もあるかとࢥわれますが（その場合であってもそ
の限定がどこまでີݫな必要性であるのか、力的に取り扱えないかなどについてはよく検討する必要が
あります）、そのような合理的な理由のない限り、当֘通ۈ時間をえるҬにډ しॅている人をഉআし、
その応募機会を੍限していることになり、ॅډҬによる差ผのおそれがあります。
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ʢ̏ʣదਖ਼ͳԠื༻ࢴ
˒　応募用ࢴについては、適性・能力のみを基準とした
採用選考を行うためのものとして、࣍のように定められて
いたりਪされております。
ᶃ৽نதֶߍଔۀ༧ఆऀ
　新規த学校卒業予定者については、全ࠃ的に定め
られたʮ職業૬ஊ票（Ե）ʯを用します。
　このॻྨは、୯に採用選考時における資ྉͩけでは
なく、採用後のڭҭ܇࿅などຊ人のՄ能性を৳すた
めの学校からのڭҭҾܧॻともなる資ྉです。

ᶄ৽ߴنֶߍଔۀ༧ఆऀ

˒　なお新規ߴ等学校卒業予定者等については、学
校ڭҭをॆ実し、就職ر望者の適正な職業選択を
֬อするとともに求人டংの֬立をਤるため、就職
に係る採用選考開࢝期等が定められていますので、
これをॱकしましΐう。（ˠ1�� （রࢀ

ᶅ৽نେֶଔۀ༧ఆऀ��
　ઐम学校、ߴ等ઐ学校、期େ学、େ学の新
規卒業予定者については、౷Ұ的な応募༷ࣜは定め
られていまͤ Μが、ްੜ労働লでは、就職差ผにつな
がるおそれのある事項をআいたʮ新規େ学等卒業予定
者用ඪ準的事項のࢀ考ྫʯを示していますので、これ
に基ͮいた応募社用ࢴ（ཤྺॻ、ࣗݾհॻ）、または、
ʮ+*4 規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用しましΐう。
　雇用主がಠࣗで応募ॻྨやΤンτリーシーτを࡞成す
る場合は、就職差ผにつながるおそれのある事項（ˠ1�
①ʙᶍなどࢀর）を含めないよう留意しましΐう。

ᶆҰൠٻ৬ऀ
　新規学校卒業予定者Ҏ֎の応募者については、
ʮ+*4 規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用しましΐう。
　職業܇࿅校मྃ予定者については、その職業܇࿅
校において定められた応募ॻྨがある場合、そのॻྨ
を用し、定められていない場合には、ʮ+*4 規格の༷
ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用しましΐう。
　雇用主がಠࣗで応募ॻྨやΤンτリーシーτを࡞成す
る場合は、就職差ผにつながるおそれのある事項（ˠ1�
①ʙᶍなどࢀর）を含めないよう留意しましΐう。
　なお、ジϣϒ・Χーυを活用することで、応募者の仕事
に対する意ཉや雇用主が求める職業能力を࣋っている
か判断するࡍのࢀ考となりますので、応募ॻ とྨしての
ジϣϒ・Χーυの活用も͝ 検討くͩ さい。

δϣϒɾΧʔυʹ͍ͭͯ

　δϣϒ・Χーυとは、求職者のࣗ
律的なΩϟリアܗ成支ԉのための
πーϧとして求職活動等に活用す
ることを目的とするもので、「ཤྺ
γーτ」、「職務ྺܦγーτ」、「Ωϟ
リアγーτ」及び「評価γーτ」（以
下「δϣϒ・Χーυ༷ࣜ」といいま
す。）を一体的にまとめたものをい
います。
　δϣϒ・Χーυは、δϣϒ・Χーυ
༷ࣜに必要事項をه入してొΩ
ϟリア・ίϯサϧλϯτ（δϣϒ・Χ
ーυ講शのड講等によりδϣϒ・Χ
ーυのަを行うことをೝめられた
者）のΩϟリア・ίϯサϧςΟϯά
をडけることでަされます。δ
ϣϒ・Χーυの࡞成とΩϟリア・ί
ϯサϧςΟϯάをडけることを௨じ
てࣗ分の職業意ࣝΩϟリアܗ成
上の՝を明確にすることができ、
ब職活動そのޙの安定的なब業
にཱてられます。
　δϣϒ・Χーυ༷ࣜは、ް生労働
লのϗーϜϖーδからμϯローυ
して入手する΄か、ハローϫーク
の૭ޱ等でも入手することができ
ます。
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˒　求人企業の募集に応じようとする応募者は、通ৗ、ʮཤ
ྺॻʯなどの応募ॻྨを提ग़することによって応募の意
の点に留࣍表示をしますが、この応募ॻྨについてはࢥ
意しましΐう。

ʢ̍ʣब৬ࠩผʹͭͳ͕Δ͓ͦΕͷ͋ΔԠื༻ࢴ
は、就職差ผにつながるおそれがあࢴの応募用࣍　˒
るため、応募者から提ग़を求めないようにしましΐう。
ᶃށ੶౽ʢঞʣຊɾॅݱॴͷུਤ
　　ʮށ੶౽（ঞ）ຊʯʮॅຽ票ʯはຊ੶・ग़ੜ
をѲすることとなり、またʮॅݱ所（ࣗۙ）の
ུਤ等ʯはॅډҬのঢ়گやੜ活ڥ等をѲした
りݩௐࠪに用いられるおそれがあります。
　（ˠ 1� ①、1�  � （রࢀ

ᶄ߹ཧతɾ؍٬తʹඞཁੑͷೝΊΒΕͳ͍݈߁அॻ
　　ʮ合理的・؍٬的に必要性がೝめられない採用
選考時の݈߁断ॻの提ग़ʯは、݁Ռとして、適性・
能力を判断する上で必要のない事項がѲされるՄ
能性があります。（ˠ 1� ᶐࢀর）

ʢ̎ʣ߲ઃఆʹཹҙ͕ඞཁͳԠื༻ࢴ
は、就職差ผにつながるおそれのあࢴの応募用࣍　˒
る記入・入力項目（ˠ 1� ①ʙᶍなどࢀর）を含めな
いようे 留意が必要です。
ᶃࣾ༻ࢴ
　雇用主がಠࣗに࡞成する応募ॻྨ（ʮ社用ࢴʯ）と
しては、採用໘の前に応募者から企業に対して༣
ૹさͤるものの΄か、企業๚時にࢀ࣋さͤるもの、
採用໘時にࡍに記載さͤるものなどがありますが、い
ずれも、ຊ੶やՈఉঢ়گをはじめ、就職差ผにつな
がるおそれのある項目を設けないようにしましΐう。

ᶄΤϯτϦʔγʔτ
　ۙ年では、応募のਃしࠐみを、インターωッτ上のホー
ムページதに設定されたʮΤンτリーシーτʯのը໘か
ら入力することによって行うྫ も૿ えてきております。これ
も、ిࢠ的ഔ体による応募ॻྨというҐ置ͮけになりま
すので、就職差ผにつながるおそれのある項目を設け
ないようにしましΐう。

˔　応募者から提出さͤる応募書類には、ब職差別につながるおそれのある事項を含ま
ないものを用いましΐう。

�˔　Τϯτリーγーτ 	イϯλーωοτによる応募用入ྗը໘ 
においても、ब職差別
につながるおそれのある入ྗ項目をઃ定しないようにしましΐう。

ᶜʵ �ɹԠืͷड͚ʢԠืॻ ɾྨΤϯτϦʔγʔτʣ

　雇用主がಠࣗに࡞成する応募ॻ （ྨʮ社用ࢴʯ）と
しては、採用໘の前に応募者から企業に対して༣
ૹさͤるものの΄か、企業๚時にࢀ࣋さͤるもの、
採用໘時に記載さͤるものなどがありますが、い
ずれも、ຊ੶やՈఉঢ়گをはじめ、就職差ผにつな
がるおそれのある項目を設けないようにしましΐう。

ᶃށ੶౽ʢঞʣຊɾॅݱॴͷུਤ
　　ʮށ੶౽（ঞ）ຊʯʮॅຽ票ʯはຊ੶・ग़ੜを
Ѳすることとなり、またʮॅݱ所（ࣗۙ）のུ
ਤ等ʯはॅډҬのঢ়گやੜ活ڥ等をѲしたり
ݩௐࠪに用いられるおそれがあります。
　　（ˠ1�①、1�ࢀ�র）

ᶄ߹ཧతɾ؍٬తʹඞཁੑͷೝΊΒΕͳ͍݈߁அॻ
　　ʮ合理的・؍٬的に必要性がೝめられない採用選
考時の݈߁断ॻの提ग़ʯは、݁Ռとして、適性・
能力を判断する上で必要のない事項がѲされるՄ
能性があります。	ˠ1�ᶐࢀর）
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ʢ̏ʣదਖ਼ͳԠื༻ࢴ
˒　応募用ࢴについては、適性・能力のみを基準とした
採用選考を行うためのものとして、࣍のように定められて
いたりਪされております。
ᶃ৽نதֶߍଔۀ༧ఆऀ
　新規த学校卒業予定者については、全ࠃ的に定め
られたʮ職業૬ஊ票（Ե）ʯを用します。
　このॻྨは、୯に採用選考時における資ྉͩけでは
なく、採用後のڭҭ܇࿅などຊ人のՄ能性を৳すた
めの学校からのڭҭҾܧॻともなる資ྉです。

ᶄ৽ߴنֶߍଔۀ༧ఆऀ

˒　なお新規ߴ等学校卒業予定者等については、学
校ڭҭをॆ実し、就職ر望者の適正な職業選択を
֬อするとともに求人டংの֬立をਤるため、就職
に係る採用選考開࢝期等が定められていますので、
これをॱकしましΐう。（ˠ1�� （রࢀ

ᶅ৽نେֶଔۀ༧ఆऀ��
　ઐम学校、ߴ等ઐ学校、期େ学、େ学の新
規卒業予定者については、౷Ұ的な応募༷ࣜは定め
られていまͤ Μが、ްੜ労働লでは、就職差ผにつな
がるおそれのある事項をআいたʮ新規େ学等卒業予定
者用ඪ準的事項のࢀ考ྫʯを示していますので、これ
に基ͮいた応募社用ࢴ（ཤྺॻ、ࣗݾհॻ）、または、
ʮ+*4 規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用しましΐう。
　雇用主がಠࣗで応募ॻྨやΤンτリーシーτを࡞成す
る場合は、就職差ผにつながるおそれのある事項（ˠ1�
①ʙᶍなどࢀর）を含めないよう留意しましΐう。

ᶆҰൠٻ৬ऀ
　新規学校卒業予定者Ҏ֎の応募者については、
ʮ+*4 規格の༷ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用しましΐう。
　職業܇࿅校मྃ予定者については、その職業܇࿅
校において定められた応募ॻྨがある場合、そのॻྨ
を用し、定められていない場合には、ʮ+*4 規格の༷
ࣜྫに基ͮいたཤྺॻʯを用しましΐう。
　雇用主がಠࣗで応募ॻྨやΤンτリーシーτを࡞成す
る場合は、就職差ผにつながるおそれのある事項（ˠ1�
①ʙᶍなどࢀর）を含めないよう留意しましΐう。
　なお、ジϣϒ・Χーυを活用することで、応募者の仕事
に対する意ཉや雇用主が求める職業能力を࣋っている
か判断するࡍのࢀ考となりますので、応募ॻ とྨしての
ジϣϒ・Χーυの活用も͝ 検討くͩ さい。

δϣϒɾΧʔυʹ͍ͭͯ

　δϣϒ・Χーυとは、求職者のࣗ
律的なΩϟリアܗ成支ԉのための
πーϧとして求職活動等に活用す
ることを目的とするもので、「ཤྺ
γーτ」、「職務ྺܦγーτ」、「Ωϟ
リアγーτ」及び「評価γーτ」（以
下「δϣϒ・Χーυ༷ࣜ」といいま
す。）を一体的にまとめたものをい
います。
　δϣϒ・Χーυは、δϣϒ・Χーυ
༷ࣜに必要事項をه入してొΩ
ϟリア・ίϯサϧλϯτ（δϣϒ・Χ
ーυ講शのड講等によりδϣϒ・Χ
ーυのަを行うことをೝめられた
者）のΩϟリア・ίϯサϧςΟϯά
をडけることでަされます。δ
ϣϒ・Χーυの࡞成とΩϟリア・ί
ϯサϧςΟϯάをडけることを௨じ
てࣗ分の職業意ࣝΩϟリアܗ成
上の՝を明確にすることができ、
ब職活動そのޙの安定的なब業
にཱてられます。
　δϣϒ・Χーυ༷ࣜは、ް生労働
লのϗーϜϖーδからμϯローυ
して入手する΄か、ハローϫーク
の૭ޱ等でも入手することができ
ます。
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˒　求人企業の募集に応じようとする応募者は、通ৗ、ʮཤ
ྺॻʯなどの応募ॻྨを提ग़することによって応募の意
の点に留࣍表示をしますが、この応募ॻྨについてはࢥ
意しましΐう。
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は、就職差ผにつながるおそれがあࢴの応募用࣍　˒
るため、応募者から提ग़を求めないようにしましΐう。
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　　ʮށ੶౽（ঞ）ຊʯʮॅຽ票ʯはຊ੶・ग़ੜ
をѲすることとなり、またʮॅݱ所（ࣗۙ）の
ུਤ等ʯはॅډҬのঢ়گやੜ活ڥ等をѲした
りݩௐࠪに用いられるおそれがあります。
　（ˠ 1� ①、1�  � （রࢀ

ᶄ߹ཧతɾ؍٬తʹඞཁੑͷೝΊΒΕͳ͍݈߁அॻ
　　ʮ合理的・؍٬的に必要性がೝめられない採用
選考時の݈߁断ॻの提ग़ʯは、݁Ռとして、適性・
能力を判断する上で必要のない事項がѲされるՄ
能性があります。（ˠ 1� ᶐࢀর）

ʢ̎ʣ߲ઃఆʹཹҙ͕ඞཁͳԠื༻ࢴ
は、就職差ผにつながるおそれのあࢴの応募用࣍　˒
る記入・入力項目（ˠ 1� ①ʙᶍなどࢀর）を含めな
いようे 留意が必要です。
ᶃࣾ༻ࢴ
　雇用主がಠࣗに࡞成する応募ॻྨ（ʮ社用ࢴʯ）と
しては、採用໘の前に応募者から企業に対して༣
ૹさͤるものの΄か、企業๚時にࢀ࣋さͤるもの、
採用໘時にࡍに記載さͤるものなどがありますが、い
ずれも、ຊ੶やՈఉঢ়گをはじめ、就職差ผにつな
がるおそれのある項目を設けないようにしましΐう。

ᶄΤϯτϦʔγʔτ
　ۙ年では、応募のਃしࠐみを、インターωッτ上のホー
ムページதに設定されたʮΤンτリーシーτʯのը໘か
ら入力することによって行うྫ も૿ えてきております。これ
も、ిࢠ的ഔ体による応募ॻྨというҐ置ͮけになりま
すので、就職差ผにつながるおそれのある項目を設け
ないようにしましΐう。

˔　応募者から提出さͤる応募書類には、ब職差別につながるおそれのある事項を含ま
ないものを用いましΐう。

�˔　Τϯτリーγーτ 	イϯλーωοτによる応募用入ྗը໘ 
においても、ब職差別
につながるおそれのある入ྗ項目をઃ定しないようにしましΐう。

ᶜʵ �ɹԠืͷड͚ʢԠืॻ ɾྨΤϯτϦʔγʔτʣ

　新規ߴ等学校卒業予定者については、ްੜ労働
ল、จ෦Պ学লٴͼ全ߴࠃ等学校長協会が協ٞし
て定めたʮ全ߴࠃ等学校౷Ұ用ࢴʯ（）を用し、
雇用主がಠࣗに࡞成する応募ॻྨ（社用ࢴ）はわ
ないようにしてくͩ さい。（）ۙـ方においてはʮۙߴـ等学校
౷Ұ用ࢴʯ

δϣϒɾΧʔυʹ͍ͭͯ
　δϣϒ・Χーυは「Ωϟリア・ϓ
ϥϯγーτ」「職務ྺܦγーτ」「職
業ྗূ明γーτ」でߏ成されて
おり、労働者のํがΩϟリアίϯサ
ϧςΟϯά（˞）等の相談のもと
「生֔を௨じたΩϟリア・ϓϥϯニ
ϯά（職業生活ઃܭ）」及び「職
業ྗূ明」のπーϧとして、教
育܇࿅、求職活動等さまざまな場
໘において活用できます。
　δϣϒ・Χーυは個人のཤྺ
職業ݧܦ等の情報をੵできるの
で、ब職活動ؒظ以߱も、労働
者ࣗら管理しながら活用します。
༷ࣜはδϣϒ・Χーυ੍૯合サイ
τ（IUUQ���KPCDBSE�NIMX�HP�KQ）
からμϯローυして入手する΄
か、ハローϫークの૭ޱ等でも入
手することができます。
　なお、応募書類として活用され
るδϣϒ・Χーυの情報は労働者
本人の意思により提出されるもの
です。本人の意思にして提出を
求めることはできまͤん。

˞ΩϟリアίϯサϧςΟϯάとは、
労働者の職業のબ、職業生活
ઃܭ又は職業ྗの։ൃ及び
ݴ上に関する相談に応じ、ॿ
及びࢦಋを行うことをいいます。
　　δϣϒ・Χーυの࡞成支ԉは、
δϣϒ・Χーυ࡞成アυόイβー
等が行います。
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߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ
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ྫࣄʵ � ৽ฉંΓࠐΈࠂʹҹͨ͠ཤྺॻʹɺՈͷۈઌ໊ۀاͷه
ཝΛઃఆࡌ

�ํ͑ߟ �
　この事業所では、ύーτタイϚーの求人募集を行うࡍ、ʮՈのۈする企業໊ʯʮॅݱ所のུਤʯ
等の項目が含まれる雇用主のಠࣗ࡞成ཤྺॻを、新ฉ りંࠐみࠂのཪ໘にҹしていました。
　　ʮՈのۈする企業໊ʯʮॅݱ所のུਤʯ等はຊ人の適性・能力に関係がないͩけでなく、ʮݱ
ॅ所のུਤʯ等はʮݩௐࠪʯにつながるՄ能性をはらΜでいるものです。雇用主は、ύーτタイϚー
の募集であるからとܰؾに考え、ࢥいつきでཤྺॻを࡞成したようです。
　　h公正な採用選考ʱの考え方は、労働者のۈ形態などにかかわらないものです。
卒者を募集する場合、ຊ人の適性・能力に関係ない事項をআいたʮ̨̟̞ط　 規格の༷ࣜྫに基ͮいた
ཤྺॻʯを用するようにしましΐう。

�3

ʵྫࣄ � Ԡืऀͷֶ໊ߍΛഇͨ͠৽نେֶଔۀ༧ఆऀͷԠืॻྨ
�༰ �
　この事業所では、ຊ੶・ॅݱ所・ؼলઌ・Ոߏ成ٴͼ学校໊等をআし、ຊ人のཤྺ等に関する
෦を࠷খ限にえた新規େ学卒業予定者（事職）の応募ॻྨを導入しており、໘時まで極力、
໘者にઌ入؍が入るのをഉআし、ຊ人の適性・能力のみで採用選考を行うようにしています。
　໘時は、ઐ߈・θϛ・資格をத৺にฉき、学校でԿをษڧしてきたか、Կができるのか、また、応募理由、
入社後Կをやりたいか、学ੜ時に力を入れてษڧしたこと等を質しています。

ʵྫࣄ � ఆܕͷԠื༻ࢴͷΈΛ༻
�༰ �
　この事業所では、採用໘のࡍの提ग़ॻྨについて、公正採用選考という؍点からߴ卒者は全ߴࠃ
等学校౷Ұ応募用ࢴ、େ卒者などには̨̟̞ 規格用ࢴのཤྺॻを用しています。݈߁断ॻについては、
Ҏ前は提ग़ॻ とྨしており、ࠓでも採用ࢼ験にࢀ࣋する人もいますが、採用職छの職༰からみて適性・
能力を判断するख段としては必要がないと判断されたことから、ࡏݱでは受け取らずその場でฦしています。
　また、採用選考においては、形ࣜ的な事項から成る事前のॻྨ選考を行わず、全受験者に対して໘
とච記ࢼ験を実ࢪしています。
　さらに、؍٬的な能力・適性判断を行うために、໘では̒ 項目からなる評価シーτを用しており、そ
こに؍٬的に点をつけていくख法で評価を行っています。

ྫࣄʵ � ৽نେଔ༻ͷԠื༻ࢴʹɺՈͷ৬ۀɺߪಡࢽࡶɺؼলઌͷهೖ
ཝΛઃఆ

�ํ͑ߟ �
　この事業所では、新規େ学卒業予定者の採用のために、雇用主がಠࣗに࡞成する応募用ࢴ（社用ࢴ）
を用し、そのதにʮՈの職業ʯʮߪಡࢽࡶʯ等の就職差ผにつながるおそれのある項目をଟذにわ
たって記入さͤ、໘時に質をしていました。
　また、応募用ࢴにはʮؼলઌʯの記入項目もありましたが、ؼলઌとは、ຊ人のʮग़ʯを意ຯす
ることがଟく、それがどこであるかは適性・能力に関係のないことがらです。ຊ人不ࡏ時の連བྷઌをѲ
したいのであれ、ʮ不ࡏ時連བྷઌʯなどとすることが適当です。
　େ学においては、౷Ұ的な応募༷ࣜは定められていまͤ Μが、雇用主がಠࣗに࡞成する応募ॻྨ（社
用ࢴ）を用する場合は、ްੜ労働লで示している就職差ผにつながるおそれのある事項をআいたʮඪ
準的事項のࢀ考ྫʯに基ͮいたものを、また、所定の応募ॻྨがない場合は、̨̟̞ 規格の༷ࣜྫに基
ͮいたཤྺॻを用してくͩ さい。

ྫࣄʵ � ΤϯτϦʔγʔτʹɺεϦʔαΠζɺ݂ӷܕɾ࠲ͷهೖཝΛઃఆ
�ํ͑ߟ �
　この事業所では、Τンτリーシーτ（インターωッτ上の応募用入力ը໘）において、ʮεリーαイζʯʮ݂
ӷܕ・ੜ年 ݄による࠲ʯの記入ཝを設定していました。
　ঁ性のʮεリーαイζʯをѲすることはηΫシϡアϧϋラεϝンτにもかかわる差ผ的評価につながります。
੍のαイζをѲする必要があるというのであれ、採用定後において、ر望するط成αイζをਃ
。さͤれりますࠂ
　　ʮ݂ӷܕやੜ年 ݄による࠲ʯによる性格判断はඇՊ学的なものであり、それをѲすることによって
ʮこの人は˓（࠲˓）ܕͩから・・・という性格ͩΖうʯというภݟやઌ入؍がੜまれ、それが໘等に
おけるຊ人の適性・能力の評価にӨڹを༩えて評価をゆがめ、ਅに適性・能力のߴい人が正当な評価
を受けられないなど、就職差ผにつながるおそれがあります。
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ྫࣄʵ � ৽ฉંΓࠐΈࠂʹҹͨ͠ཤྺॻʹɺՈͷۈઌ໊ۀاͷه
ཝΛઃఆࡌ

�ํ͑ߟ �
　この事業所では、ύーτタイϚーの求人募集を行うࡍ、ʮՈのۈする企業໊ʯʮॅݱ所のུਤʯ
等の項目が含まれる雇用主のಠࣗ࡞成ཤྺॻを、新ฉ りંࠐみࠂのཪ໘にҹしていました。
　　ʮՈのۈする企業໊ʯʮॅݱ所のུਤʯ等はຊ人の適性・能力に関係がないͩけでなく、ʮݱ
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の募集であるからとܰؾに考え、ࢥいつきでཤྺॻを࡞成したようです。
　　h公正な採用選考ʱの考え方は、労働者のۈ形態などにかかわらないものです。
卒者を募集する場合、ຊ人の適性・能力に関係ない事項をআいたʮ̨̟̞ط　 規格の༷ࣜྫに基ͮいた
ཤྺॻʯを用するようにしましΐう。
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˒　適性検ࠪは、ʮ職業適性検ࠪʯʮ職業ڵຯ検ࠪʯʮ性
格検ࠪʯなどがあり、新規学卒者等の進࿏ࢦ導や৺理
૬ஊなどに用いられますが、求人企業の採用選考におい
ても、応募者が求人職छの職に対してどのఔ適性
があるかを判断するࡍのࢀ考として用いられることがありま
す。

˒　しかしながらこれらの検ࠪは、その実ࢪ・判定・活用
にઐ的なࣝと経験が必要であることや、ճのίπ
をっていると応募者がճ༰をௐ整できてしまう場合
があることなどをेೝࣝする必要があり、目的に応じて
適切なछྨの検ࠪを選Μ うͩえでઐ的なࣝと経験を
もった人によって用いられる必要があります。

˒　このようなதで、ۙ年、業者が実ࢪするϚーΫシーτテ
ετが活用されることがଟくなっているようですが、その
༰は、ܭ・ޠݴ・Ұൠৗࣝ（社会・理Պ・時事経ࡁ・
ӳޠ）・性格の等から成る、基ૅ的な学力ࢼ験と適
性検ࠪをあわͤた性格のものがଟいようです。

˒　これらの検ࠪはいずれの検ࠪであっても、ʮಘられる݁
Ռは、応募者の適性のあるҰ໘をѲするものにա͗ず、
応募者の適性を全につかΉことはできないʯという限ք
をेೝ しࣝた上で、応募者の適性・能力の判断に当
たって、݁Ռをઈ対視したりうのみにしないようにする必要
があります。

˔　　「職業適性ࠪݕ」「職業ڵຯࠪݕ」「性֨ࠪݕ」なͲを用いる場合は、目的に応じて適切
な種類のࠪݕをબんだうえでઐ門的な知ࣝとݧܦをもった人が用いるようにしましΐう。

˔　適性ࠪݕの݁ՌをઈରࢹしたりうのΈにしないようにしましΐう。

ᶜʵ �ɹదੑࠪݕ

ྫࣄ จͷςʔϚͱ͠࡞ ͯh ʢʣɦ h ੜ͍ͨͪʱΛઃఆ
�ํ͑ߟ �
　この事業所では、h （）ɦ やʰੜいたͪʱを࡞จのテーϚとして設定していました。
　これらのテーϚは、ʮՈʯやʮੜ活ڥ・Ոఉڥʯなどにかかわる、ຊ人にのない事項を
Ѳすることになるという点で、就職差ผにつながるおそれがあります。
　なお、これらのテーϚは、就職差ผにつながるおそれがあるかりでなく、それをʮ৮れられたくないʯʮଞ
人にいいたくないʯʮॻきͮ らいʯとする立場や事情を๊えている応募者に対して、ࢥいやりの࢟や慮
にܽけることになるというଆ໘もあります。
　ྫえ、྆を くૣくした応募者にとってのʰ（）ɦ というテーϚや、つらい しۤいʑをա し͝て
きた人にとってのʰੜいたͪʱというテーϚは、まさにこれに֘当するものであり、ຊ人につらいࢥいをさͤ
ۤ௧を༩える慮のないテーϚとなります。ະ成年の新規த・ߴ卒予定者などであれなおさらです。
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ʢ̍ʣֶྗݧࢼ
˒　学力ࢼ験（学Պࢼ験）は、学校ڭҭによる学शによっ
てಘられた能力をච記ࢼ験などで評価するものですが、
その݁Ռから応募者が求人職छの職行上必要な適
性・能力（ࣝ）をもっているかどうかを判断するために
行われます。
˒　採用のために行われる学力ࢼ験は、入学ࢼ験とはҟな
り、採用する職に関係のない༰や必要Ҏ上にߴ
な༰とならないよう、職との関係をॏ視して実ࢪする
ことがେ切です
˒　なお、職行上必要なٕ能・ٕज़をطにҰ定ఔ
につけている者を採用する場合においては、そのٕ能・
ٕज़に関する実ٕࢼ験が行われることがあります。

ʢ̎ʣ࡞จ
จは、༩えられたテーϚを的֬に理ղしてそれに対࡞　˒
するࣗ の考え方を整理してจষでଞ人にえる能力な
どをみたり、ࣈޡやࣈはଟくないかなどをみることで、
求める職छの職行上必要な適性・能力（ࣝ）を
判断するために実ࢪするものです。
˒　このようなことから、応募者に࡞จをॻかͤることが、
求人職छの職༰からみて、必要なࣝや適性を判
定する方法として適当かどうか（安қにॻかͤていない
かどうか）、検討する必要があります。
˒　その上で、࡞จをॻかͤることが適当であると考えられ
る場合は、࡞จのテーϚが適当かどうか検討する必要が
あります。
　つまり、ຊ人にのない事項や、ຊ来ࣗ由であるべ
き事項（ࢥ৴条にかかわること）を・間的にॻ
かͤていないかे留意する必要があります。
　ྫえ、h のՈఉʱhࢲ のੜいたͪʱなどຊ人のՈࢲ
ఉڥに係るテーϚやʰଚܟする人ʱなどຊ人のࢥ
・৴条にかかわるテーϚは、その人のՈঢ়گやࢥ・
৴条をѲし、それによって就職差ผにつながるおそれ
があります。

˔　学ྗ࡞・ݧࢼจを行う場合、応募者が、求人職種の職務行上必要な適性・ྗ（知
ࣝ）をもっているかͲうかをஅするためのํ法として適当かͲうかݕ౼しましΐう。

にかかるもڥ等本人の家ఉ「の生いたͪࢲ」「の家族ࢲ」、จを書かͤる場合は࡞　˔
の、思想・信条をਪଌするためのものをςーϚとしないようにしましΐう。

ᶜʵ �ɹֶྗݧࢼɾ࡞จ

。

　ྫえ、h のՈఉʱhࢲ のੜいたͪʱなどຊ人のՈࢲ
ఉڥにかかわるテーϚやʰଚܟする人ʱなどຊ人
のࢥ・৴条にかかわるテーϚは、その人のՈঢ়گ
やࢥ・৴条をѲし、それによって就職差ผにつなが
るおそれがあります。
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ʢ̎ʣ࡞จ
จは、༩えられたテーϚを的֬に理ղしてそれに対࡞　˒
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求める職छの職行上必要な適性・能力（ࣝ）を
判断するために実ࢪするものです。
˒　このようなことから、応募者に࡞จをॻかͤることが、
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ᶜʵ �ɹֶྗݧࢼɾ࡞จ
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˒　た しͩ、໘というものは、質事項をあらかじめܾ
めておいたとしても、しし、のྲྀれのதで༷ʑな
ల開をͤݟるྲྀ動的なものです。そのためのྲྀれの
தでうっかりਘͶた事ฑや、応募者の࣋ؾ をͪやわら͛
ようとฉいた事ฑのதにも、就職差ผにつながるおそれ
のある事項が含まれたり、応募者をইつけたり人ݖを
৵す場合もあります。このため、公正採用選考の基ຊ
的な考え方をे理ղしておくことにより、ৗにྟ機応
มに適切な対応ができるようにしておくことがॏ要です。

ʢ̏ʣ໘୲ऀʹٻΊΒΕΔ࢟
˒　໘୲当者は໘に対して࣍のような࢟でྟΉこ
とが求められます。
ᶃԠืऀͷجຊతਓݖΛଚॏ͢Δ࢟
　　ʮ就職ʯというものは、Ұ人の人間の人ੜをࠨӈ
しかͶないॏେなܾ定にかかわるものです。
　そのため、໘୲当者は、人ݖや差ผに対
するࣝݟをもった上で、応募者をҰ人の人間として
ଚॏし、その基ຊ的人ݖをଚॏする立場に立って
や人格ݖでྟみ、応募者の人࢟いやりのあるࢥ
をইつけるおそれのある質や態をとらないように
しましΐう。
　また、Ծに職上必要なετϨε性を評価する
などの意ਤがある場合であっても、໘୲当者がա
にҖѹ的な態をとり、応募者の人ݖや人格をଛ
なうようなものとならないようにे留意しましΐう。
ᶄԠืऀͷજࡏతͳՄੑΛ͍࢟ͩ͢ݟ
　応募者の適性・能力を評価するに当たって、能
力を表໘的に判断ͤず、જࡏ的な適性や長所、採
用後のڭҭ・܇࿅によるՄ能性も積極的にݟग़す
�。をもってྟみましΐう࢟

ᶅෳͷ໘୲ऀʹΑΔରԠ
　໘୲当者は、ෳの う́がଟ໘的な評価がで
き、それらを૯合することによってݸ人的な主؍をഉ
したより؍٬的な評価を行うことができます。その場
合、全һでʰ公正な採用選考ʱの考え方に基ͮい
た対応ができるよう、意ࢥ౷Ұをਤっておきましΐう。
　た しͩ、あまり໘୲当者がଟす͗ると、それͩ
けで応募者がѹഭを受けて実力を発شできず、的
֬な評価ができなくなる場合もあるので意しましΐう。

ʢ̐ʣ໘ʹ͓ Δ͚ධՁ
˒　໘における応募者の評価は、質事項へのճ
Ϳりなどから判断していくことになりますが、その࣍ࡍの
点に留意しましΐう。
①　あらかじめ評価基準をܾめておく。
②　できるͩ け؍٬的かつ公ฏに評価する。
　・ୈҰҹにこͩ わらない
ӈされないࠨѱ感に人的なݸなどによるݟ֎・　
　・Ұつのଆ໘がྑい（ѱい）ことをもって、ଞの
条件もすべてྑい（ѱい）と判断しない

　・ଟ໘的に評定し、その݁Ռを૯合的に判断する
③　応募ॻྨや学力ࢼ験などによってあらかじめಘ
られているσータ༰を整理しておき、それを໘
のதで֬ೝしながら、૯合的な評価を行う。

�7

ʢ̍ʣ໘ͷత
˒　採用選考のதで໘はॏ要なൺॏをめており、
໘ͩけで採൱をܾ定する場合もଟいようです。
˒　໘の目的は、
①　ୈ �に、応募者のࢤ望動機や要望、企業の採
用条件・労働条件など、おޓいの意ૄࢥ通をਤる
情報ަの場です。
②　ୈ �に、会のதから質の意ਤや༰をとらえ
る理ղ力・判断力、あるいは、ࣗのえたいこと
をかりやすくいう表ݱ力など、応募ॻྨや学力ࢼ
験などではからない適性・能力を判定する場です。
③　ୈ �に、応募ॻྨや学力ࢼ験などによってಘた
σータ༰を֬ೝしつつ、応募者の受けえ、反
応の仕方なども考慮して、あらかじめ定められたҰ定
の基準にしたがって、応募者の適性と能力を૯合的
に評価する、いわ採用選考の集େ成の場です。

ʢ̎ʣ໘࣌ͷ࣭߲ࣄ
˒　໘においては、質を行き当たりったりでするの
ではなく、すべての応募者に公ฏな対応ができるように、
あらかじめ質事項をܾめておきます。
˒　そのࡍ、ʮຊ人にのない事項ʯʮຊ来ࣗ由であ
るべき事項ʯなどの就職差ผにつながるおそれのある
事項をආけ、応募者がʮ職行のために必要な適性・
能力ʯをどのఔ有するかを評価するために必要な事
項を質するようにします。
˒　就職差ผにつながるおそれのある事項は、それを質
されたくない応募者にとってみれ、ਫ਼ਆ的なѹഭ
やۤ௧を受けたり、そのために৺理的に動༳し໘に
おいて実力を発شできなかったりする場合があります。
そのような応募者のճͿりと質にえやすい応募
者のճͿりをൺ しֱて、採൱ܾ定の判断資ྉとする
のは公ฏとはいえまͤ Μ。
˒　このようなことから、質事項や質を行う上での留
意点について、໘Ϛχϡアϧなどに整理しておいたり
事前にଧͪ合わͤをすることなどにより、໘୲当者全
һで֬ೝ・పఈしましΐう。

˔　໘接における࣭事項はあらかじめܾめておきますが、その内容は「職務行のた
めに必要な適性・ྗ」を評価するために必要な事項とします。

˔　໘接の中で、ब職差別につながるおそれのある事項をうっかりਘͶることなͲがな
いよう、公正࠾用બߟのج本的なߟえํをे分理ղしておくことが必要です。

˔　໘接は、応募者のج本的人権をଚ重する姿、応募者のજ在的な可性をݟいだす
姿でྟΈましΐう。

˔　ෳの໘接୲当者で໘接する場合は、全һで公正࠾用બߟのߟえํにͮجいたର応
ができるよう、改めて確ೝ・పఈをし、意思統一をਤっておきましΐう。

˔　໘接における応募者にରする評価は、あらかじめ評価ج४をܾめておき、できるだ
け٬観的かつ公ฏに行いましΐう。

ᶜʵ �ɹ໘�

˔　໘接における࣭事項はあらかじめܾめておきますが、その内容は「職務行のた
めに必要な適性・ྗ」を評価するために必要な事項とします。
˔　໘接の中で、家族のことをਘͶる事Ҋがେมଟくݟられます。ब職差別につながる
おそれのある事項をうっかりਘͶることなͲがないよう、公正࠾用બߟのج本的な
。えํをे分理ղしておくことが必要ですߟ
˔　໘接は、応募者のج本的人権をଚ重する姿、応募者のજ在的な可性をݟいだす
姿でྟΈましΐう。
˔　ෳの໘接୲当者で໘接する場合は、全һで公正࠾用બߟのߟえํにͮجいたର応
ができるよう、改めて確ೝ・పఈをし、意思統一をਤっておきましΐう。
˔　໘接における応募者にରする評価は、あらかじめ評価ج४をܾめておき、できるだ
け٬観的かつ公ฏに行いましΐう。

②　ୈ�に、会のதから質の意ਤや༰をとらえ
る理ղ力・判断力、あるいは、ࣗのえたいこと
をかりやすくݴう表ݱ力など、応募ॻྨや学力ࢼ
験などではからない適性・能力を判定する場です。
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ʵྫࣄ � ΠϝʔδΞοϓϚχϡΞϧۀاΔ͚͓ʹߟબ༺࠾
�༰ �
　この企業の૯՝長は、公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һとしてݚम会にग़੮することなどを通じて採用
໘における留意事項についてもे 理ղをしていました。しかし、採用໘を行うһが、しし適
性と能力に関係のない質を行うことがあり、ͤっかくのݚमの成Ռを社で活かͤないঢ়گにありました。
このようなதで、あるとき૯՝長は、

①　ίンプライアンε、ݸ人情報อޢなど、ࠃຽが企業をݟる目がݫしくなってきていること
②　インターωッτのܝ示൘において応募者が֤求人企業の応対Ϳりについてॻきࠐみをしており、応
対のよしあしが学ੜの間に企業イϝージとしてす͙ にまる向があること

などについてһに報ࠂをするとともに、企業が採用選考にわたってしっかり応対すると、学ੜからの評価
もߴ まり、༏लな人ࡐも採用しやすくなることについて説明を行いました。
　これをܖ機にʮ採用選考における企業イϝージアップ࡞ઓʯを行うことがһ会でܾまり、૯՝長がʮ࡞
ઓϚχϡアϧʯのݪҊを࡞ることになりました。
　このϚχϡアϧは、求人ࠂから採用定にࢸるまでの採用選考プϩηε全ൠにおいて、応募者に対
してどのように企業のҹを༩えるかというϚχϡアϧですが、当વそこにはʰ公正な採用選考ʱの考
え方が؏かれており、໘時にਘͶてはならないことなどの項目もりࠐΜであります。

��

ʵྫࣄ � ໘୲ऀʹΑΔٖ໘ͷ࣮ࢪ
�༰ �
　この会社では、໘における質事項や質してはならない事項などの留意事項について、ຖ年採用
໘の前に、人事՝長が໘୲当һに対して֬ೝの意ຯでϒリーフィンά（説明）を行っています。
　また、໘୲当һは、ٖ໘を実ࢪし、質事項の点検・検討、໘ࢼ験評価表の点検・֬
ೝを行い、໘者全һが公正な໘に対する共通ೝࣝを࣋つように努力しています。

ʵྫࣄ � ໘୲ऀͷ࢟
�༰ �
　この会社はʮ٬ސୈҰ主ٛʯを͛ܝてӦ業をしていますが、採用選考においてもこの考え方を取り入
れています。つまり応募者は、たとえ不採用になったとしても、その会社の・αーϏεの٬ސであるか
またはࠓ後٬ސになっていた くͩ方であるという考え方を、採用活動を進めるにあたって社һにపఈしてい
ます。
　このため、໘୲当者のみならず応募者に৮する全社һが、ࠒ社ݚमによってにつけている
で、応募者に対してஸೡで実な対応をࣗ࢟とಉ༷の࢟٬にするސ વにできるようになっており、
݁Ռとして応募者の人ݖに࠷େ限慮した৺ݣいができるようになっているとのことです。

ʵྫࣄ � ʮ໘ࢪ࣮ݧࢼཁྖʯͷ࡞
�༰ �
　この事業所では、新規ߴ等学校卒業予定者をத৺とした応募者が໘時に���̀ 実力を発شできるよ
うにʮ໘ࢼ験実ࢪ要ྖʯを定めています。
　ྫえ、評価がภらないよう໘୲当者をෳ人としていますが、あまりଟいと応募者があがって実力を
発شできなくなってしまいますので、あまりଟくならないよう適な人にߜっています。
　また、໘する人があͪ らこͪ らからૣ͗ܧに質するとさらにށうことになるので、໘者のதでʮ質
者を特定するʯと定めています。
　さらに、ʮ主な質項目のうͪ 、いくつかの項目を事前に学校を通じて応募者に通するʯと定めている
のも、質項目を事前にり準備できることにより、あがることをࢭし、ͻいてはજࡏ的能力を۷りىこそ
うという慮によるものです。

ʮ˓社໘ࢼ験実ࢪ要ྖʯ
ɽ̍応募者の基ຊ的人ݖをଚॏし、適性・能力を正しく評価できるよう努力する。
２ɽ応募者が࣋っている適性・能力をे表明できるよう、リラッΫεした態で໘を行う。
ɽ̏質者を特定し、応募者のάϧープそれͧれについて、ಉҰ༰条件による໘を行う。
ɽ̐質者は、໘者全һが、事前にेな準備をし、特に、応募者の人ݖ、人格をইつけ
るおそれのある質はҰ切しないようにపఈする。
ɽ̑主な質項目ຖに、あらかじめճのൣғを定め、そのൣғにおいて関連質を行う。
ɽ̒主な質項目のうͪ 、いくつかの項目を事前に学校を通じて応募者に通し、準備さͤる。
ɽ̓໘開࢝前に、応募者に໘の方法・意事項をపఈさͤる。なお、質༰が理ղできない
場合には、必ずฉきかえすようにࢦ示する。
ɽ̔応募者等からの質、ر望をड़べる機会を必ずつくり情報ަに努める。
ɽ̕໘の評価については、ෳの໘者がそれͧれ評価項目にैって評価する。

ʵ̏ྫࣄ
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ʵྫࣄ � ΠϝʔδΞοϓϚχϡΞϧۀاΔ͚͓ʹߟબ༺࠾
�༰ �
　この企業の૯՝長は、公正採用選考人ܒݖ発ਪ進һとしてݚम会にग़੮することなどを通じて採用
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ࡌهʵ̑��໘ϚχϡΞϧʹ۩ମతͳ࣭༰Λྫࣄ
�༰�
　この企業では໘時の質༰が行き当たりったりにならないよう、事前に応募者の適性・能
力を判断するための評価項目とҎԼのような具体的な質༰を໘Ϛχϡアϧに記載しました。
実ࡍの໘時には会のྲྀれから応募者のճについて۷りԼ͛て、໘Ϛχϡアϧに記載され
た質Ҏ֎もߋに質することもありましたが、事前にʮ就職差ผにつながるおそれのある項目ʯ
についても໘୲当者全һがेなଧ合ͤによりೝࣝをਂめていたため、となる質は行わ
れず、໘は適正に行われたとのことです。

①　導入（応募者のۓுを΄͙すための؆қな質）
��ʓ（ѫࡰ）、ʓʓさΜですか。
��ʓ؆୯にࣗݾհをおئいします。
��ʓච記ࢼ験はうまくできましたか。
��ʓۓுされていますか。
��ʓ໘会場へはわず来れましたか。

望動機・就労意ཉ（適性・能力）ࢤ　②
��ʓԿނ、この仕事（業ք）に就職しようとࢥったのですか。
��ʓԿނ、（ෳの会社のதから）当社に応募したのですか。
��ʓ当社でどのような仕事をしたいですか。
��ʓ（仕事༰を説明した上で）この仕事を行えそうですか。
��ʓこの仕事をする上でॏ要なことはԿͩと考えますか。
��ʓ�この仕事（業ք）とಉ༷の職経験や立つ経験があれ、その༰（どのようなϙジシϣ
ンでどのようなことをしていたのかなど）を具体的にしてくͩさい。

��ʓ�資格・特ٕを活かした（必要とする）業経験があれ、どのようなことをしていたのか
具体的にしてくͩさい。

対の しྑѱしが学ੜの間に企業イϝージとしてす͙ にまる向があること



˒　໘や学力ࢼ験・࡞จ・適性検ࠪなどの選考खଓが
ऴわると、応募ॻྨの༰を含めて、応募者についてಘ
られた༷ʑなσータを૯合的に評価して、応募者を採用
するか൱かに関する࠷ऴ判断を行うことになります。
˒ このࡍ、応募者についてಘられた༷ʑなσータのうͪ の
適性・能力のみに着目し、ຊ人が求人職छの職を
行するために必要となる適性・能力を有しているかどうか
という؍点で、あらかじめ定められた基準にしたがって૯
合的に評価することが必要です。

˒　応募者は、採൱通があるまでେม不安なঢ়態でっ
ておりますし、ଞの企業への応募を差し߇えている場合も
ありますので、採൱のܾ定（定）は速やかにຊ人に
通します。

˒　特に不採用とした場合は、応募者の立場にे慮
をして通するようにしましΐう。

൱のܾ定は、本人が求人職種の職務を行するために必要となる適性・ྗを有して࠾　˔
いるかͲうかという観で、あらかじめ定められたج४にしたがって૯合的に評価しましΐう。

ᶜʵ �ɹ࠾൱ͷܾఆʢఆʣ

ೖࣾঝॻʹ͍ͭͯ
　採用（定）者に対して採用（定）通をަし、ʮ入社ঝॻʯなどを求める場合、Ұ方
的に企業ଆͩけに合のよい、合理的でない取ফ条件・留อ条件をつけることのないようにすることが
求められます。

ਓใͷऔѻ͍ݸͷޙ൱ͷఆ࠾
ʲԠืऀ͔Βఏग़͞ΕͨԠืॻྨͷऔѻ͍ʳ
　応募者は、ཤྺॻなどの応募用ࢴに記載されたݸ人情報がどのように取り扱われるのかとても৺
なものであり、特に不採用者や応募ࣙୀ者の場合は、できれฦ٫してཉしいと考える人がଟいよう
です。
ສがҰ、それが不正な目的で用されたり、࿙Ӯされたり、ୈ三者が入खしたりすれ、ຊ人がେ

きくইつけられるかりでなく、企業も社会的な৴པをࣦいかͶまͤ Μ。
　職業安定法ୈ �条の �に基 くͮࢦ（ฏ成 �� 年労働লࠂ示ୈ ��� ߸）ୈ �の �（�）ೋにお
いては、労働者の募集を行う者等は、ऩ集目的にরらしてอ管する必要がなくなったݸ人情報をഁغ
ຢはআするための措置を講ずるとともに、応募者からの求めに応じその措置の༰を説明しなけれ
ならないこととされております。
このため、応募者から提ग़された応募ॻྨの取扱い方（ฦ٫やഁغなど）については、あらかじ
め企業としての対応方法を定め、それを応募者にपするとともに֬実に実行することが必要です。
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ྫࣄ ໘Λड͚Δલͷ߹ࣨʹ͓͍ͯෆదͳ࣭
�༰ �
　この会社では、合ࣨで໘ࢼ験をっている応募者に対して、໘୲当者ではない社һの�人が
応募者をリラッΫεさͤるため、ۙなをしかけました。が進Ήにつれ応募者のՈのになり、
ࢠՈఉ っͩたことからそのੜい立 なͪど、ฉかれたくないことを質されました。
　その後、ຊ人は、合ࣨでのग़来事がؾになってしまい໘の場において集தग़来ず、ࣗの力を発
することがग़来まͤش Μでした。
　募集するଆは、໘ࢼ験ͩけをؾをつけておけよいというわけではなく、ࢼ験前やࢼ験後の応募者と
の会においても不適切な質をしないようؾをつける必要があります。また、໘୲当者のみならず、応
募者に৮する社һについてもೝࣝすべきものです。Ոఉڥ等に関する質は、応募者をইつけ、そ
のため受けた৺理的ଧܸが໘にӨڹし、質の受けえにେきく反өすることによって不採用にいࠐ
まれる場合もあります。

�ʓ�人（お٬や職場のಉ྅）に事をわかりやすく説明するためにେ切なことはԿͩとࢥいま
すか。

�ʓύιίンをってのॻྨ࡞成はಘ意ですか。

③　企業ڀݚ・情報ऩ集
�ʓ当社（）の特৭（ڧみ）はԿͩとࢥいますか。
�ʓ当社（）がଞ所より༏れている点はԿͩとࢥいますか。

④　ղܾ能力
�ʓ上࢘やಉ྅と意ݟが合わない場合はどうしますか。
�ʓ仕事のதでࠔなঢ়گに໘した時どうしますか。
�ʓ仕事のதでわからないことがあった場合、どのように対応しますか。

̧̥ݾࣗ　⑤
�ʓࣗのڧみ（長所）はԿͩとࢥいますか。それを当社の仕事でどのように発شしますか。
�ʓ採用された場合、༩えられた仕事にどのような࢟でྟみますか。
�ʓ当社での仕事にあなたのどのような໘を活かしたいとࢥいますか。

条件ۈ　⑥
�ʓ̍か݄にʓʓ時間くらい業がありますがۈできますか。
�ʓൟ期にはٳग़ۈがありますがۈできますか。
�ʓ立ͪ仕事がଟいですが、この仕事を行うことがՄ能ですか。

⑦　質ٙ応
�ʓおർれ༷でした。これで質はऴྃです。ʓʓさΜからԿか質はありますか。
�ʓ採൱݁Ռは、ʓまでに連བྷします。おർれ༷でした。
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きくইつけられるかりでなく、企業も社会的な৴པをࣦいかͶまͤ Μ。
　職業安定法ୈ �条の �に基 くͮࢦ（ฏ成 �� 年労働লࠂ示ୈ ��� ߸）ୈ �の �（�）ೋにお
いては、労働者の募集を行う者等は、ऩ集目的にরらしてอ管する必要がなくなったݸ人情報をഁغ
ຢはআするための措置を講ずるとともに、応募者からの求めに応じその措置の༰を説明しなけれ
ならないこととされております。
　このため、応募者から提ग़された応募ॻྨの取扱い方（ฦ٫やഁغなど）については、あらかじ��
め企業としての対応方法を定め、それを応募者にपするとともに֬実に実行することが必要です。

3�

ྫࣄ ໘Λड͚Δલͷ߹ࣨʹ͓͍ͯෆదͳ࣭
�༰ �
　この会社では、合ࣨで໘ࢼ験をっている応募者に対して、໘୲当者ではない社һの�人が
応募者をリラッΫεさͤるため、ۙなをしかけました。が進Ήにつれ応募者のՈのになり、
ࢠՈఉ っͩたことからそのੜい立 なͪど、ฉかれたくないことを質されました。
　その後、ຊ人は、合ࣨでのग़来事がؾになってしまい໘の場において集தग़来ず、ࣗの力を発
することがग़来まͤش Μでした。
　募集するଆは、໘ࢼ験ͩけをؾをつけておけよいというわけではなく、ࢼ験前やࢼ験後の応募者と
の会においても不適切な質をしないようؾをつける必要があります。また、໘୲当者のみならず、応
募者に৮する社һについてもೝࣝすべきものです。Ոఉڥ等に関する質は、応募者をইつけ、そ
のため受けた৺理的ଧܸが໘にӨڹし、質の受けえにେきく反өすることによって不採用にいࠐ
まれる場合もあります。



ʲ࠾༻ఆऀͷݸਓใͷѲʳ
　採用定後において、୯にै来からの׳行であるなどの理由で、採用定者のݸ人情報に係る��
֤छॻྨを必要性にかかわらずըҰ的に提ग़さͤる事ྫがݟ受けられます。
　֬かに、ै業һのॅډ場所やٸۓ連བྷઌの֬ೝ、社会อݥ・੫金などのखଓき、通ۈख当・Ո
ख当・ැཆख当・ீܚ金などの支څ条件の֬ೝなど、ຊ人やՈのॅ所等を֬ೝしたり、その関
係ॻྨを提ग़さͤることに、雇用管理上の合理的な必要性がೝめられる場合もあるとࢥわれますが、
ʮށ੶౽（ঞ）ຊʯを求めてຊ੶をѲすることなどについては、通ৗ、合理的な必要性があると
は考えられまͤ Μ。労働基準法ࢪ行規ଇୈ �� 条ୈ �項に規定される労働者໊の記入事項につい
ても、ʮຊ੶ʯがআされております（ฏ成 �年 �݄�より）。
　Ѳすることに合理性がೝめられる情報をѲする場合であっても、ྫえ、ຊ੶ཝを含Ήʮॅຽ
票ʯではなくてʮॅຽ票記載事項ূ明ॻʯ（）などを提ग़さͤることでりるものと考えられますし、それ
も入社時にҰに提ग़さͤるのではなく、必要となった場合にຊ人のಉ意をಘて提ग़さͤ、必要な
༰の֬ೝ後はຊ人にฦ٫するなどの慮を行うことが望ましいと考えられます。
　採用定者のݸ人情報の取扱いについては、ै業һの基ຊ的人ݖをଚॏし差ผのない職場を࡞��
るため、h 公正な採用選考ʱの考え方に準じて対応することが求められるといえます。
法（ฏ成��年ޢ人情報อݸ　 人情報の適切な取扱いが求められているとݸ、行）においてもࢪ݄�
こΖであり、その؍点からも、採用定者のݸ人情報を、雇用管理のために必要なൣғをえて
Ѳऩ集したりอ管などをしないようにすることが求められます。

（）　ʮॅຽ票記載事項ূ明ॻʯとは、ຊ人等の求に基 きͮ、໊ࢯ・ॅ所・ੜ年 ݄などの所定事項がॅຽ票
に記載されていることを、ࢢ・۠所やொଜ場がূ明するॻྨ。求人が࡞成したॻ໘に所・場が
ূ明をする場合と、所・場ଆが定めた༷ࣜのূ明ॻが発行される場合がある。

ྫࣄ ͷ߲Λઃఆۀఏग़ͤ͞Δ্ॻʹຊ੶൪ɾՈͷ৬ʹޙఆ༺࠾
�ํ͑ߟ �
　この事業所では、定後、入社後の雇用管理のࢀ考にするため上ॻの提ग़を求めました
が、その༰がଟذにわたっていた上、ຊ੶൪、Ոの職業、फڭ等の項目がありました。
　採用したのͩからどΜなॻྨを取ってもよいというものではなく、採用定者のݸ人情報のѲに
ついては、応募者に関するʰ公正な採用選考ʱの考え方に準じて、基ຊ的人ݖをଚॏした対応
が求められます。ಉなどの人ݖの正しい理ղとೝࣝのԼに、ै業һの基ຊ的人ݖを
ଚॏし差ผのない職場を࡞るため、雇用管理上の合理的な必要性がೝめられるൣғに限ってѲ
するようにしましΐう。

˔　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそ
れのある事項
　・家族の職業、収入、本人の資産等の情報
　・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報

˔　思想及び信条
　・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書

˔　労働組合への加入状況
　・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

˔　ҧ行ҝをした場合は、職業安定法にͮجく改ળ໋ྩをൃ出する場合があります。
˔　改ળ໋ྩにҧした場合は、േଇ（�έ݄以下の又は ��ສԁ以下のേ金）が
Պͤられる場合もあります。

　職業安定法では、労働者の募集業等の目的のୡ成に必要なൣғで、募集に応じ
て労働者になΖうとする者等のݸ人情報をऩ集、อ管、用しなけれならないࢫ規定し
ています。
また、ซͤて、法に基ͮくࢦが公表され、ݪଇとしてऩ集してはならないݸ人情報等
を規定しています。

　労働者の募集を行うものは募集形態のԿ 	 募集、จॻ募集、ҕୗ募集 
をわず、法ٴ
ͼࢦを९कして行わなけれいけまͤ Μ。
しかしながら、就職差ผをະવにࢭし、公正な採用選考をਤるためには、この規定、ࢦͩけ
を९कすれよいというものではありまͤ Μ。
　ຊ人にのない事項や、ຊ来ࣗ由であるべき事項等ຊ人の適性・能力Ҏ֎のことを採用基準
にすること、不適正な募集・応募ॻྨの用、ݩௐࠪ等は就職差ผにつながるおそれがあるとい
うことをेೝࣝいた きͩ、ࠓ後とも、公正な採用選考シεテムの֬立がਤられるよう、さらに積極的
な取り組みをおئいします。

ᶝ ਓใͷऔѻ͍ݸ৬ऀͷٻ

ଇͱͯ͠ೝΊΒΕ·ͤΜݪਓใͷऩूݸͷ࣍

ଇͰ͢ݪਓใͷऩूɺຊਓ͔ΒຢຊਓͷಉҙͷԼͰऩू͢Δ͜ͱ͕ݸ

ҧͨ͠ͱ͖
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ʲߟࢀʬϚΠφϯόʔͷఏڙΛٻΊΔظ࣌ʭr
˓社会อো・੫に関するखଓॻྨの࡞成事が発ੜした時点がݪଇです。
をకܖ˓ し݁た時点等のその事の発ੜが予できた時点で求めることはՄ能とղされています。
ˎྫえ、څ༩所ಘのݯઘऩ票等の࡞成事の場合は、雇用ܖのక݁時点で事業
主からै業һにϚイφンόーの提供を求めることもՄ能であるとղされます。
ˎ雇用ܖをక݁する前（採用໘時等）に事業主から採用選考対者等にϚイφンόー
の提供を求めることはできまͤ Μ。
いˎわゆるʮ定者ʯについては、その立場やঢ়گがݸʑにҟなることから、Ұに取り扱
うことはできまͤΜが、ྫえʮ定者ʯが֬実に雇用されることが予される場合（正
ࣜな定通がなされ、入社に関するॻを提ग़した場合等）には、その時点でϚイ
φンόーの提供を求めることができるとղされます。

　採用定後において、୯にै来からの׳行であるなどの理由で、採用定者のݸ人情報にかか
わる֤छॻྨを必要性にかかわらずըҰ的に提ग़さͤる事ྫがݟ受けられます。



ʲ࠾༻ఆऀͷݸਓใͷѲʳ
　採用定後において、୯にै来からの׳行であるなどの理由で、採用定者のݸ人情報に係る��
֤छॻྨを必要性にかかわらずըҰ的に提ग़さͤる事ྫがݟ受けられます。
　֬かに、ै業һのॅډ場所やٸۓ連བྷઌの֬ೝ、社会อݥ・੫金などのखଓき、通ۈख当・Ո
ख当・ැཆख当・ீܚ金などの支څ条件の֬ೝなど、ຊ人やՈのॅ所等を֬ೝしたり、その関
係ॻྨを提ग़さͤることに、雇用管理上の合理的な必要性がೝめられる場合もあるとࢥわれますが、
ʮށ੶౽（ঞ）ຊʯを求めてຊ੶をѲすることなどについては、通ৗ、合理的な必要性があると
は考えられまͤ Μ。労働基準法ࢪ行規ଇୈ �� 条ୈ �項に規定される労働者໊の記入事項につい
ても、ʮຊ੶ʯがআされております（ฏ成 �年 �݄�より）。
　Ѳすることに合理性がೝめられる情報をѲする場合であっても、ྫえ、ຊ੶ཝを含Ήʮॅຽ
票ʯではなくてʮॅຽ票記載事項ূ明ॻʯ（）などを提ग़さͤることでりるものと考えられますし、それ
も入社時にҰに提ग़さͤるのではなく、必要となった場合にຊ人のಉ意をಘて提ग़さͤ、必要な
༰の֬ೝ後はຊ人にฦ٫するなどの慮を行うことが望ましいと考えられます。
　採用定者のݸ人情報の取扱いについては、ै業һの基ຊ的人ݖをଚॏし差ผのない職場を࡞��
るため、h 公正な採用選考ʱの考え方に準じて対応することが求められるといえます。
法（ฏ成��年ޢ人情報อݸ　 人情報の適切な取扱いが求められているとݸ、行）においてもࢪ݄�
こΖであり、その؍点からも、採用定者のݸ人情報を、雇用管理のために必要なൣғをえて
Ѳऩ集したりอ管などをしないようにすることが求められます。

（）　ʮॅຽ票記載事項ূ明ॻʯとは、ຊ人等の求に基 きͮ、໊ࢯ・ॅ所・ੜ年 ݄などの所定事項がॅຽ票
に記載されていることを、ࢢ・۠所やொଜ場がূ明するॻྨ。求人が࡞成したॻ໘に所・場が
ূ明をする場合と、所・場ଆが定めた༷ࣜのূ明ॻが発行される場合がある。

ྫࣄ ͷ߲Λઃఆۀఏग़ͤ͞Δ্ॻʹຊ੶൪ɾՈͷ৬ʹޙఆ༺࠾
�ํ͑ߟ �
　この事業所では、定後、入社後の雇用管理のࢀ考にするため上ॻの提ग़を求めました
が、その༰がଟذにわたっていた上、ຊ੶൪、Ոの職業、फڭ等の項目がありました。
　採用したのͩからどΜなॻྨを取ってもよいというものではなく、採用定者のݸ人情報のѲに
ついては、応募者に関するʰ公正な採用選考ʱの考え方に準じて、基ຊ的人ݖをଚॏした対応
が求められます。ಉなどの人ݖの正しい理ղとೝࣝのԼに、ै業һの基ຊ的人ݖを
ଚॏし差ผのない職場を࡞るため、雇用管理上の合理的な必要性がೝめられるൣғに限ってѲ
するようにしましΐう。

ྫࣄ άϧʔϓۀاશମͰ࠾༻ఆޙͷఏग़ࢿྉΛ૯ݕɾݟ͠
�༰ �
　このάϧープ企業では、入社後の雇用管理に用いるための֤छॻྨを、֤事業所 と͝の判断で、
採用定者から提ग़さͤていましたが、その༰は、ै来の׳行を౿ऻするͩ けで、ݟしがされて
きまͤ Μでした。
　そこで社会อݥ関係の事のҰ෦を会社で集தॲ理することになったことをܖ機に、会社の
人事෦がリーμーシップをとって、άϧープ企業全体で採用定後の提ग़資ྉを૯点検し、雇用管理
に不要なॻྨをഇࢭしたり、不要な項目をআするなどのݟしを行いました。
　ྫえ、ӡసखを採用する事業所では、これまでӡస໔ূڐのίϐーを提ग़さͤていましたが、໔
にはຊ੶ཝが含まれていることから、これにϚεキンάをしてίϐーするܾまりとし、֬ೝ後はຊ人ূڐ
にฦ٫することとしました。

˔　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそ
れのある事項
　・家族の職業、収入、本人の資産等の情報
　・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
˔　思想及び信条
　・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
˔　労働組合への加入状況
　・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

˔　ҧ行ҝをした場合は、職業安定法にͮجく改ળ໋ྩをൃ出する場合があります。
˔　改ળ໋ྩにҧした場合は、േଇ（�έ݄以下の又は ��ສԁ以下のേ金）が
Պͤられる場合もあります。

　職業安定法では、労働者の募集業等の目的のୡ成に必要なൣғで、募集に応じ
て労働者になΖうとする者等のݸ人情報をऩ集、อ管、用しなけれならないࢫ規定し
ています。
　また、ซͤて、法に基ͮくࢦが公表され、ݪଇとしてऩ集してはならないݸ人情報等
を規定しています。

　労働者の募集を行うものは募集形態のԿ 	 募集、จॻ募集、ҕୗ募集 
をわず、法ٴ
ͼࢦを९कして行わなけれいけまͤ Μ。
　しかしながら、就職差ผをະવにࢭし、公正な採用選考をਤるためには、この規定、ࢦͩけ
を९कすれよいというものではありまͤ Μ。
　ຊ人にのない事項や、ຊ来ࣗ由であるべき事項等ຊ人の適性・能力Ҏ֎のことを採用基準
にすること、不適正な募集・応募ॻྨの用、ݩௐࠪ等は就職差ผにつながるおそれがあるとい
うことをेೝࣝいた きͩ、ࠓ後とも、公正な採用選考シεテムの֬立がਤられるよう、さらに積極的
な取り組みをおئいします。

ᶝɹٻ৬ऀͷݸਓใͷऔѻ͍

ଇͱͯ͠ೝΊΒΕ·ͤΜݪਓใͷऩूݸͷ࣍

ଇͰ͢ݪਓใͷऩूɺຊਓ͔ΒຢຊਓͷಉҙͷԼͰऩू͢Δ͜ͱ͕ݸ

ҧͨ͠ͱ͖
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ʢٻ৬ऀͷݸਓใͷऔѻ͍ʣ

第５条の４　公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、その募集に応じ
て労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「
求職者等の個人情報」という。）を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その
業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の
目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
　ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
（以下略）

ʢฏࢦ ��࿑ಇলࣔࠂୈ ��� ߸ʣʢঞʣ
第４　法第５条の４に関する事項（求職者等の個人情報の取扱い）
１　個人情報の収集、保管及び使用
（１）　職業紹介事業者等（注）は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報（以下単

に「個人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはなら
ないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必
要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれ
のある事項

ロ　思想及び信条
ハ　労働組合への加入状況

イからハについては、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当します。
イ関係
①　家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管
理を適切に実施するために必要なものを除く。）
②　容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報

ロ関係　人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
ハ関係　労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

（２）　職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の
同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこ
と。

（３）　職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者か
ら応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（全国高等学校統一用紙
又は職業相談票（乙））により提出を求めること。

（４）　個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若し
くは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限
りでないこと。

２　個人情報の適正な管理
（１）　職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置

を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなら
ないこと。
イ　個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
ロ　個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
ハ　正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
ニ　収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

（２）　職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該
個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければ
ならないこと。なお、有料職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこ
と。

（以下略）
（注）「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者も含まれます。

ੑผɾྸʹΑΔืूɾ࠾༻ͷػձۉ
【ืूɾ࠾༻ʹ͓͚ΔੑผʹΑΔࠩผͷࢭېʳ
　労働者の募集・採用において性ผによって差ผすることは、உঁ雇用機会ۉ等法ୈ �条でࢭېさ
れており、その具体的な༰として࣍のような事項がࢦ（ฏ成 �� 年ްੜ労働লࠂ示ୈ ��� ߸）で
定められております。
①募集・採用の対からஉঁのいずれかをഉআすること
②募集・採用の条件をஉঁでҟなるものとすること
③採用選考において能力や資質の有ແ等を判断する場合にその方法や基準についてஉঁで
ҟなる取扱いをすること

④募集・採用に当たってஉঁのいずれかを༏ઌすること
⑤募集・採用に関する情報提供についてஉঁでҟなる取扱いをすること

　また、性ผҎ֎の事由を要件とする措置であっても実質的に性ผを理由とする間差ผと
なるおそれのあるものについては、これを合理的な理由がない場合に講じることはஉঁ雇用
機会ۉ等法ୈ �条でࢭېされており、その具体的な༰として࣍のような事項がஉঁ雇用機
会ۉ等法ࢪ行規ଇୈ �条で定められております。
①募集・採用に当たって労働者の長・体ॏ・体力を要件とすること
②労働者の募集・採用に当たって、సډをうసۈに応じることを要件とすること
˗ IUUQ���XXX�NIMX�HP�KQ�HFOFSBM�TFJEP�LPZPV�TBJZPV�JOEFY�IUNM

ʲืूɾ࠾༻ʹ͓͚Δྸ੍ݶͷࢭېʳ
　労働者の募集・採用に係る年ྸ੍限の؇については、これまで努力ٛとされてきまし
たが、�ฏ成 �� 年 �� ݄ � より、雇用対ࡦ法ୈ �� 条に基ͮき、募集・採用における年ྸ੍限
がࢭېされまし�た。
　このため、ްੜ労働ল令で定められたྫ֎事由（合理的な理由があってྫ֎的に年ྸ੍限
がೝめられる場合）に֘当するものでなけれ年ྸ੍限はできまͤΜ。
　また、ྫ֎的に年ྸ੍限を設ける場合には、その理由をॻ໘やిࢠഔ体により求職者など
に提示することがٛͮけられています（ߴ年ྸ者雇用安定法ୈ �� 条の �ୈ �項）。
ɹ˗ IUUQ���XXX�NIMX�HP�KQ�UPQJDT���������UQ�������IUNM
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第５条の４　公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、その募集に応じ
て労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「
求職者等の個人情報」という。）を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その
業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の
目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
　ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
（以下略）

ʢฏࢦ ��࿑ಇলࣔࠂୈ ��� ߸ʣʢঞʣ
第４　法第５条の４に関する事項（求職者等の個人情報の取扱い）
１　個人情報の収集、保管及び使用
（１）　職業紹介事業者等（注）は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報（以下単

に「個人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはなら
ないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必
要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれ
のある事項

ロ　思想及び信条
ハ　労働組合への加入状況

イからハについては、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当します。
イ関係
①　家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管
理を適切に実施するために必要なものを除く。）
②　容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報

ロ関係　人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
ハ関係　労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

（２）　職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の
同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこ
と。

（３）　職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者か
ら応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（全国高等学校統一用紙
又は職業相談票（乙））により提出を求めること。

（４）　個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若し
くは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限
りでないこと。

２　個人情報の適正な管理
（１）　職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置

を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなら
ないこと。
イ　個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
ロ　個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
ハ　正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
ニ　収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

（２）　職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該
個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければ
ならないこと。なお、有料職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこ
と。

（以下略）
（注）「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者も含まれます。

ੑผɾྸʹΑΔืूɾ࠾༻ͷػձۉ
【ืूɾ࠾༻ʹ͓͚ΔੑผʹΑΔࠩผͷࢭېʳ
　労働者の募集・採用において性ผによって差ผすることは、உঁ雇用機会ۉ等法ୈ �条でࢭېさ
れており、その具体的な༰として࣍のような事項がࢦ（ฏ成 �� 年ްੜ労働লࠂ示ୈ ��� ߸）で
定められております。
①募集・採用の対からஉঁのいずれかをഉআすること
②募集・採用の条件をஉঁでҟなるものとすること
③採用選考において能力や資質の有ແ等を判断する場合にその方法や基準についてஉঁで
ҟなる取扱いをすること
④募集・採用に当たってஉঁのいずれかを༏ઌすること
⑤募集・採用に関する情報提供についてஉঁでҟなる取扱いをすること

　また、性ผҎ֎の事由を要件とする措置であっても実質的に性ผを理由とする間差ผと
なるおそれのあるものについては、これを合理的な理由がない場合に講じることはஉঁ雇用
機会ۉ等法ୈ �条でࢭېされており、その具体的な༰として࣍のような事項がஉঁ雇用機
会ۉ等法ࢪ行規ଇୈ �条で定められております。
①募集・採用に当たって労働者の長・体ॏ・体力を要件とすること
②労働者の募集・採用に当たって、సډをうసۈに応じることを要件とすること
˗ IUUQ���XXX�NIMX�HP�KQ�HFOFSBM�TFJEP�LPZPV�TBJZPV�JOEFY�IUNM

ʲืूɾ࠾༻ʹ͓͚Δྸ੍ݶͷࢭېʳ
　労働者の募集・採用に係る年ྸ੍限の؇については、これまで努力ٛとされてきまし
たが、�ฏ成 �� 年 �� ݄ � より、雇用対ࡦ法ୈ �� 条に基ͮき、募集・採用における年ྸ੍限
がࢭېされまし�た。
　このため、ްੜ労働ল令で定められたྫ֎事由（合理的な理由があってྫ֎的に年ྸ੍限
がೝめられる場合）に֘当するものでなけれ年ྸ੍限はできまͤΜ。
　また、ྫ֎的に年ྸ੍限を設ける場合には、その理由をॻ໘やిࢠഔ体により求職者など
に提示することがٛͮけられています（ߴ年ྸ者雇用安定法ୈ �� 条の �ୈ �項）。
ɹ˗ IUUQ���XXX�NIMX�HP�KQ�UPQJDT���������UQ�������IUNM

3�

Ⅷɹؔ ๏ྩ

োࠩऀผͷٴࢭېͼ߹ཧతྀͷఏٛڙ

　ฏ成��年�݄より、ো者雇用促進法の改正を受け、全ての事業主において、募集・採用な
ど雇用に関するあらゆるہ໘でのো者差ผのࢭېと合理的慮の提供がٛとなりました。

ʲোࠩऀผͷࢭېʳ
　全ての事業主は、労働者の募集ٴͼ採用について、ো者に対して、ো者でない者と
設のࢪ利ްੜ、ࢪ࿅の実܇ҭڭ、等な機会を༩えなけれならず、また、賃金のܾ定ۉ
利用そのଞの۰について、労働者がো者であることを理由として、ো者でない者と
不当な差ผ取扱いをしてはなりまͤΜ。
　ここでࢭېされる差ผは、ো者であることを理由とする差ผ（差ผをいい、ं いす、
ิॿݘそのଞの支援ث具等の利用、հॿ者のఴい等の社会的不利をิうख段の利用等を
理由とする不当な不利益取扱いを含Ή。）です。
　募集・採用時の差ผのྫとしては、࣍のものが考えられます。
•୯にো者ͩからという理由で、ো者を募集の対としないこと
•୯にো者ͩからという理由で、ো者に対してのみ特定の資格を有することを応
募要件とすること
•採用基準をຬたす者がෳ໊ଘࡏした場合に、その労働能力等に基ͮくことなく、
ো者でない者からॱ൪に採用すること

　ো者に対する差ผをࢭするという؍点を౿まえ、ো者も共に働くҰ人の労働者で
あることのೝࣝのԼ、事業主やಉじ職場で働く者がোの特性に関する正しいࣝの取ಘ
や理ղをਂめることもॏ要です。

ʲ߹ཧతྀͷఏڙʳ
　全ての事業主は、ʮ募集ٴͼ採用時において、ো者とো者でない者とのۉ等な機会を
֬อするための措置ʯʮ採用後においては、ো者とো者でない者のۉ等な۰の֬อຢ
はো者の能力の有ޮな発شの支োとなっている事情を改善するための措置ʯ、いわゆるʮ合
理的慮ʯを提供しなけれなりまͤΜ。
　募集・採用時の合理的慮のྫとしては、࣍のものが考えられます。（※）
•視֮োがある方に対し、点ࣈやԻなどで採用ࢼ験を行うこと
•ௌ֮・ޠݴোがある方に対し、චஊなどで໘を行うこと

　合理的慮は、ো者Ұ人ͻとりのঢ়態や職場のঢ়گなどに応じて求められるものがҟ
なり、ଟ༷でݸผ性がߴいものです。したがって、具体的にどのような措置をとるかにつ
いては、ো者と事業主とでよくし合った上でܾめていたͩく必要があります。
　このように、合理的慮はݸʑの事情があるো者と事業主との૬ޓ理ղのதで提供さ
れるべきものです。

※　合理的慮の事ྫとして、ଟくの事業主が対応できると考えられる措置のྫを合理的
慮ࢦผ表に記載しております。
　　ଟの事ྫがܝ載されている合理的慮事ྫ集を含Ή、ো者差ผࢭې・合理的慮
に関する֤छ資ྉは、ҎԼの63-（ް労ল)1）にܝ載されていますので͝ࢀরԼさい。
‖IUUQ���XXX�NIMX�HP�KQ�TUG�TFJTBLVOJUTVJUF�CVOZB�LPZPV@SPVEPV�LPZPV�TIPVHBJTIBL
ɹPZPV�TIPVHBJTIB@I���JOEFY�IUNM
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第５条の４　公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、その募集に応じ
て労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「
求職者等の個人情報」という。）を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その
業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の
目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
　ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
（以下略）

ʢฏࢦ ��࿑ಇলࣔࠂୈ ��� ߸ʣʢঞʣ
第４　法第５条の４に関する事項（求職者等の個人情報の取扱い）
１　個人情報の収集、保管及び使用
（１）　職業紹介事業者等（注）は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報（以下単

に「個人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはなら
ないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必
要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれ
のある事項

ロ　思想及び信条
ハ　労働組合への加入状況

イからハについては、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当します。
イ関係
①　家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管
理を適切に実施するために必要なものを除く。）
②　容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報

ロ関係　人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
ハ関係　労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

（２）　職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の
同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこ
と。

（３）　職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者か
ら応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（全国高等学校統一用紙
又は職業相談票（乙））により提出を求めること。

（４）　個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若し
くは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限
りでないこと。

２　個人情報の適正な管理
（１）　職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置

を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなら
ないこと。
イ　個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
ロ　個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
ハ　正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
ニ　収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

（２）　職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該
個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければ
ならないこと。なお、有料職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこ
と。

（以下略）
（注）「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者も含まれます。

ੑผɾྸʹΑΔืूɾ࠾༻ͷػձۉ
【ืूɾ࠾༻ʹ͓͚ΔੑผʹΑΔࠩผͷࢭېʳ
　労働者の募集・採用において性ผによって差ผすることは、உঁ雇用機会ۉ等法ୈ �条でࢭېさ
れており、その具体的な༰として࣍のような事項がࢦ（ฏ成 �� 年ްੜ労働লࠂ示ୈ ��� ߸）で
定められております。
①募集・採用の対からஉঁのいずれかをഉআすること
②募集・採用の条件をஉঁでҟなるものとすること
③採用選考において能力や資質の有ແ等を判断する場合にその方法や基準についてஉঁで
ҟなる取扱いをすること
④募集・採用に当たってஉঁのいずれかを༏ઌすること
⑤募集・採用に関する情報提供についてஉঁでҟなる取扱いをすること

　また、性ผҎ֎の事由を要件とする措置であっても実質的に性ผを理由とする間差ผと
なるおそれのあるものについては、これを合理的な理由がない場合に講じることはஉঁ雇用
機会ۉ等法ୈ �条でࢭېされており、その具体的な༰として࣍のような事項がஉঁ雇用機
会ۉ等法ࢪ行規ଇୈ �条で定められております。
①募集・採用に当たって労働者の長・体ॏ・体力を要件とすること
②労働者の募集・採用に当たって、సډをうసۈに応じることを要件とすること
˗ IUUQ���XXX�NIMX�HP�KQ�HFOFSBM�TFJEP�LPZPV�TBJZPV�JOEFY�IUNM

ʲืूɾ࠾༻ʹ͓͚Δྸ੍ݶͷࢭېʳ
　労働者の募集・採用に係る年ྸ੍限の؇については、これまで努力ٛとされてきまし
たが、�ฏ成 �� 年 �� ݄ � より、雇用対ࡦ法ୈ �� 条に基ͮき、募集・採用における年ྸ੍限
がࢭېされまし�た。
　このため、ްੜ労働ল令で定められたྫ֎事由（合理的な理由があってྫ֎的に年ྸ੍限
がೝめられる場合）に֘当するものでなけれ年ྸ੍限はできまͤΜ。
　また、ྫ֎的に年ྸ੍限を設ける場合には、その理由をॻ໘やిࢠഔ体により求職者など
に提示することがٛͮけられています（ߴ年ྸ者雇用安定法ୈ �� 条の �ୈ �項）。
ɹ˗ IUUQ���XXX�NIMX�HP�KQ�UPQJDT���������UQ�������IUNM
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੨গͷػ༺ޏձͷ֬อٴͼ৬ͷఆணʹؔͯ͠ۀࣄओɺ
৬ۀհऀۀࣄͦͷଞͷ͕ؔऀదʹରॲ͢ΔͨΊͷࢦʢঞʣ

　青少年の雇用の促進等に関する法に基ͮき、事業主、職業հ事業者等そのଞの関係
者が適切に対ॲするために必要なࢦが定められています。
（̍）事業主等が青少年の募集ٴͼ採用に当たって講ずべき措置
①　募集に当たって९कすべき事項等
•事業主は、労働条件等の明示等に関するҎԼの労働関係法令等の規定を९कすること。
　　

　　

　　

　

②　採用定・労働ܖక݁に当たって९कすべき事項等
•採用定を行うに当たっては、採൱の݁Ռを明֬にえるとともに、֬実な採用のݟ
通しに基ͮいて行うよう努めること。
•จॻにより採用の時期、採用条件ٴͼ採用定の取ফ事由等を明示するとともに、学
校等を卒業することを採用の条件とする場合は、定時に明示すること。
•採用定者について労働ܖが成立したとೝめられる場合には、؍٬的に合理的な理
由をܽき、社会通೦上૬当であるとೝめられない採用定の取ফしはແޮとされるこ
とについてेに留意すること。
•やΉをಘない事情により採用定の取ফし、入職時期の܁りԼ͛を行う時は、当֘取
ফしの対となった新規卒業予定者の就職ઌの֬อに࠷େ限努力するとともに、当֘
取ফしຢは܁Լ͛の対となった者からのิঈ等の要求に意を࣋って対応すること。

࣌ूื
˓労働条件の明示（職業安定法ୈ̑条の̏）
˓的֬な表示（ಉ法ୈ �� 条）
　ˠِڏの条件表示等に対するേଇ（ಉ法ୈ �� 条ୈ̔߸）
業について明示事項を明֬Խ（）定ݻ※　

ᶃஈ֊
˓職業安定法に基ͮくେਉࢦにより、ҎԼの点に慮
➢募集時、労働条件をมߋするՄ能性があるときは、そのࢫをซͤて明示する
➢明示した労働条件がมߋになったときは、求職者に対して速やかに通する

࿑ಇܖక݁࣌
˓労働条件の明示（労働基準法ୈ �� 条ୈ̍項）
ˠ違反した場合のേଇ（ಉ法ୈ ��� 条ୈ̍項）

ᶄஈ֊
˓明示された労働条件が事実とҟなる場合は、ଈ時に労働ܖをղআՄ能
　（労働基準法ୈ �� 条ୈ２項）
˓労働条件のมߋには、労の合意が必要（労働ܖ法ୈ̔条）

就労実態
（）ݻ定業（໊শのいかΜにかかわらず、Ұ定時間の時間֎労働、ٳ
労働ٴͼਂ労働に対して定ֹで支払われるׂ૿賃金）に係るࢉܭ方法、ݻ
定業をআ֎した基ຊڅのֹ、ݻ定業時間をえる時間֎労働、ٳ労
働ٴͼਂ労働についてのׂ૿賃金を加で支払うこと等

①

②
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③　青少年雇用情報の提供（※）
•ホームページ等での公表、会社説明会での提供、求人票への記載等により、全ての項
目を情報提供することが望ましいこと。

•具体的な項目について情報提供の求めがあった場合、特段の事情がない限り、求めが
あった項目を提供することが望ましいこと。

•情報提供の求めを行った者に対して、求めを行ったことを理由とする不利益な取扱い
をしないこと。

•予め提供する情報を整備しておくことが望ましいこと。また、求めがあった場合、速
やかな情報提供に努めること。
※　新規卒業予定者の適職選択の支援とともに企業の円滑な採用に資するよう、労働
条件等の明示に加え、職場の就労実態に係る情報（①募集、採用、②職業能力の開発・
向上、③雇用管理に関する情報）を提供する仕組みが設けられた。

④　学校等の卒業者の取扱い
•新規卒業予定者の募集を行うに当たっては、学校等の卒業者が卒業後少なくとも三年
間は応募できるものとすること。

⑤　新規卒業予定者に係る採用方法
•通年採用や秋季採用の導入等を積極的に検討すること。

⑥　選考に当たってのいわゆるフリーター等に対する評価基準
•いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するととも
に、応募時点における職業経験のみならず、留学経験やボランティア活動の実績等を
考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましいこ
と。

⑦　インターンシップ・職場体験の機会の提供
•学校や公共職業安定所等と連携し、インターンシップや職場体験の受入れを行う等の
積極的な協力が望まれること。インターンシップや職場体験であっても、労働関係法
令が適用される場合もあることに留意が必要であること。

（２）事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置
①　雇用管理の改善に係る措置
　事業主は、賃金不払い等の労働関係法令違反が行われないよう適切な雇用管理を行う
とともに、雇用管理の改善に努めること。
•採用後の職場の実態と入職前の情報に格差を感じることのないよう、職場で求められ
る能力・資質、キャリア形成等についての情報を明示すること。
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（事業主の方へ）




